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第１ 　 保健医療部の行政機構

　 　 （ １ ） 保健医療部行政機構図　 （ 令和６ 年４ 月１ 日現在）
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 経理班  備前（ 東備支所） ， 備中（ 井笠支所） ，
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 感染症対策班

生
活
衛
生
課

 生活営業指導班

 水道班

 食の安全推進班

 食肉衛生検査所

 動物愛護センタ ー

 疾病対策班
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（ ２ ） 県民局・ 保健所の行政機構図（ 令和６ 年４ 月１ 日現在）

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

　
 　 

 
 
 
 

 

 

税務部  事業者第二班

県　 民　 局

備前  企画調整情報課

備中

美作  指導班

 長寿社会班

地域政策部
 事業者第一班

 健康福祉課
 （ 備前・ 備中県民局）

 （ 備前・ 備中県民局）

 事業者班
健康福祉部

 （ 美作県民局）

 障害福祉・ 保護班
農林水産事業部  福祉振興課

 子育て支援班

建設部  地域保健班

 保　 健　 課  保健対策班

 心の保健福祉班

保　 健　 所

 食品衛生班
備前  衛　 生　 課

 生活衛生・ 医薬班
備中

 （ 備中県民局のみ）

備北  理化学検査班
 検　 査　 課

真庭  微生物検査班
（ 備前県民局のみ）

美作

真庭

 家庭児童相談室

※  は保健所部分

地域事務所
地域保健班

 ○○保健課
東備 保健対策班

 （ 備北、 真庭）
井笠

高梁  ○○衛生課

新見  （ 備北、 真庭）

勝英

保健所支所 地域保健班
○○地域保健課

保健対策班
東備 （ 東備、 井笠、 新見、 勝英）

井笠

新見

勝英

※地域事務所は、県民局の現地事務所

※保健所は、県民局の統轄出先機関

-4-



  

第２  保健医療部機構系統別分掌事務  
 
１  保健医療部分掌事務 
（ 1） 保健衛生に関する 事項 
（ 2） 保健所に関する 事項 
 
２  本庁各課及び出先機関等分掌事務 
  
 ○本  庁 

課 室 名 班   名 所     掌     事     務 

 

保健医療課 

 

 

 

 

 

 

施策推進班 

総務班 

経理班 

 

 

 

1． 保健医療に関する 企画及び調査研究に関する こ と 。  

2． 保健所及び市町村の保健師活動の総合調整及び支援に関する こ と 。  

3． 保健ボラ ンティ ア及び地域保健活動の推進に関する こ と 。  

4． 保健所に関する こ と 。  

5． 保健所運営協議会に関する こ と 。  

6． その他他課の分掌に属し ない保健医療に関する こ と 。  

 

医療推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

医事班 

地域医療体

制整備班 

医師・ 看護

人材確保対

策班 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1． 救急医療、 災害医療、 へき 地医療、 周産期医療、 小児医療その他地

域医療の整備に関する こ と 。  

2． 病院、 診療所及び助産所に関する こ と 。  

3． 医療関係法人等の指導監督に関する こ と 。  

4． 医師、 歯科医師、 診療放射線技師、 歯科衛生士、 歯科技工士、 臨床

検査技師、 衛生検査技師、 保健師、 助産師、 看護師、 准看護師、 あ

ん摩マッ サージ指圧師、 はり 師、 き ゅ う 師、 柔道整復師等に関する

こ と 。  

5． 保健医療に係る 人材の育成に関する こ と （ 健康推進課の分掌に属す

る も のを 除く 。 ） 。  

6． 看護師等学校養成所に関する こ と 。  

7． 衛生関係従事者等の試験及び免許に関する こ と 。  

8． 旧公衆衛生看護学校に関する こ と 。  

9． 医療審議会及び准看護師試験委員に関する こ と 。  

10． 保健医療計画に関する こ と 。  

11． 医療療養病床転換支援等に関する こ と 。  

12． 医療費適正化の推進に関する こ と 。  

13． 保健統計に関する こ と 。  

14． その他他課の分掌に属し ない保健及び医療に関する 法人等の施設 

指導に関する こ と 。  
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課 室 名 班   名 所     掌     事     務 

 

健康推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づく り 班 

母子・ 歯科

保健班 

精神保健福

祉班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． 健康づく り 対策の企画及び推進に関する こ と 。  

2． 栄養指導及び栄養士に関する こ と 。  

3． 健康増進事業に関する こ と 。  

4． 健康診査管理指導、 特定健康診査、 特定保健指導等の技術的支援に

関する こ と （ 疾病感染症対策課の分掌に属する も のを除く 。 ） 。  

5． 国民健康保険に関する こ と （ 特定健康診査及び特定保健指導に関す

る も のに限る 。 ） 。  

6． 母子保健に関する こ と （ 他課の分掌に属する も のを除く 。 ） 。  

7． 歯科保健に関する こ と 。  

8． 精神保健及び精神障害者の福祉に関する こ と 。  

9． 発達障害児の福祉に関する こ と 。  

10． 母体保護に関する こ と 。  

11． 健康増進施設の整備に関する こ と 。  

12． 健康の森に関する こ と 。  

13． 衛生関係地区組織に関する こ と 。  

14． 精神保健福祉センタ ー及び健康づく り センタ ーに関する こ と 。  

15． 地方独立行政法人岡山県精神科医療センタ ーに関する こ と 。  

16． 精神保健福祉審議会及び精神医療審査会に関する こ と 。  

17． 食育の推進に関する こ と 。  

18． その他他課の分掌に属し ない健康対策に関する こ と 。  

 

疾病感染症

対策課 

 

企画班 

医療支援班 

感染症対策班 

疾病対策班 

 

1． 結核対策及び感染症対策に関する こ と 。  

2． がん対策に関する こ と 。  

3． 感染症対策委員会、 感染症診査協議会、 岡山県がん対策推進協議会 

及び岡山県がん登録審議会に関する こ と 。  

 

生活衛生課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活営業指

導班 

水道班 

食の安全推

進班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． 食の安全の推進に関する こ と 。  

2． 有害物質を含有する 家庭用品の規制に関する こ と 。  

3． 調理師及び製菓衛生師に関する こ と 。  

4． 理容業及び美容業に関する こ と 。  

5． 興行場、 旅館及び公衆浴場に関する こ と 。  

6． 住宅宿泊事業に関する こ と （ 届出等の受理及び指導監督に関する も

のに限る 。 ） 。  

7． ク リ ーニング業に関する こ と 。  

8． 生活衛生同業組合の指導監督に関する こ と 。  

9． 水道に関する こ と 。  

10． 建築物衛生に関する こ と 。  

11． と 畜場及び化製場等に関する こ と 。  

12． と 畜検査に関する こ と 。  

13． 狂犬病の予防に関する こ と 。  

14． 動物の愛護及び管理に関する こ と 。  

15． 食鳥処理業に関する こ と 。  

16． 食肉衛生検査所に関する こ と 。  

17． 動物愛護センタ ーに関する こ と 。  

18． 生活衛生適正化審議会及び公衆浴場入浴料金審議会に関する こ と 。 
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課 室 名 班   名 所     掌     事     務 

 

医薬安全課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬事衛生班 

臓器移植・

薬物対策班 

特定保健対

策班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． 薬局に関する こ と 。  

2． 薬剤師に関する こ と 。  

3． 医薬品等の製造及び販売並びに検定検査に関する こ と 。  

4． 薬用植物に関する こ と 。  

5． 毒物及び劇物に関する こ と 。  

6． 麻薬、 向精神薬、 大麻及びあへんに関する こ と 。  

7． 覚醒剤に関する こ と 。  

8． 献血の推進に関する こ と 。  

9． 救急用血清に関する こ と 。  

10． 医療産業の振興に関する こ と 。  

11． 難病対策に関する こ と （ 他課の分掌に属する も のを除く 。 ） 。  

12． 公害健康被害の補償等に関する こ と 。  

13． 小児慢性特定疾病及び療育医療に係る 医療費の給付に関する こ と 。 

14． 臓器移植等の推進に関する こ と 。  

15． 薬事審議会、 麻薬中毒審査会、 公害健康被害認定審査会、 小児慢性

特定疾病審査会及び指定難病審査会に関する こ と 。  
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 ○ 出先機関等 

出 先 機 関 等 名 所     掌     事     務 

 
 
 
 
県 
 
 

民 
 
 

局 
 
 

健 
 
 

康 
 
 

福 
 
 

祉 
 
 

部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
備前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備中 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
企画調整情報課 
健康福祉課 
 指 導 班 
 長寿社会班 
 事業者第一班 
 事業者第二班 
福祉振興課 
 障害福祉・ 保護班 
 子育て支援班 
保健課 
 地域保健班 
 保健対策班 
東備地域保健課 
 地域保健班  
  保健対策班 
衛生課 
 食品衛生班 
 生活衛生・ 医薬班 
検査課 
 理化学検査班 
 微生物検査班 
家庭児童相談室 
  
 
企画調整情報課 
健康福祉課 
 指 導 班 
 長寿社会班 
 事業者第一班 
 事業者第二班 
福祉振興課 
 障害福祉・ 保護班 
 子育て支援班 
保健課 
 地域保健班 
 保健対策班 
  心の保健福祉班 
井笠地域保健課 
 地域保健班  
  保健対策班 
備北保健課 
 地域保健班 
 保健対策班 
新見地域保健課 
 地域保健班 
 保健対策班 
衛生課 
 食品衛生班 
 生活衛生・ 医薬班 
備北衛生課 
家庭児童相談室 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○健康福祉部 
1． 高齢社会に対応する 施策の企画調整及び進行管理に関する こ

と 。  
2． 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の総合調整に関する

こ と 。  
3． 高齢者の保健福祉に関する こ と 。  
4． 生活保護に関する こ と 。  
5． 児童福祉に関する こ と 。  
6． ひと り 親家庭（ 母子、 父子及び寡婦） 等の福祉に関する こ と 。  
7． 身体障害者福祉に関する こ と （ 身体障害者手帳に関する 事務を

除く 。 ） 。  
8． 知的障害者福祉に関するこ と （ 療育手帳に関する事務を除く 。 ） 。  
9． 地域における 健康づく り に関する こ と 。  
10.  地域の保健、 医療及び福祉に関する 施策の企画立案及び総合 

調整に関する こ と 。  
11.  地域の保健、 医療及び福祉に係る 長期計画の策定及び総合調 

整に関する こ と 。  
12.  保健及び福祉に係る ボラ ンティ アに関する こ と 。  
13． 保健福祉関係職員の研修に関する こ と 。  
14.  調査統計に関する こ と 。  
15． 保健所の業務と の総合調整に関する こ と 。  
16.  前各号に掲げる も ののほか、 保健、 医療及び福祉に関する こ  

と 。  
 
（ 企画調整情報課）  
1． 地域の保健、 医療及び福祉に関する 施策の企画立案及び総合調

整に関する こ と 。  
2． 地域の保健、 医療及び福祉に関する 長期計画の策定及び総合調

整に関する こ と 。  
3． 地域の保健及び福祉に関する 情報の収集、 整理及び活用に関す

る こ と 。  
4． 保健及び福祉に係る ボラ ンティ アに関する こ と 。  
5． 保健福祉関係職員の研修に関する こ と 。  
6． 調査統計に関する こ と 。  
7． 保健福祉関係表彰に関する こ と 。  
8． 健康危機管理体制等に関する こ と 。  
9． 保健所運営協議会に関する こ と 。  
 
（ 健康福祉課）  
1． 高齢化対策に関する こ と 。  
2． 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の推進に関する こ

と 。  
3． 高齢者の在宅保健福祉に関する こ と 。  
4． 高齢者の医療及び健康増進事業の総合調整に関する こ と 。  
5． 認知症対策に関する こ と 。  
6． 社会福祉事業の推進に関する こ と 。  
7． 社会福祉関係の法人、 団体、 社会福祉施設及び事業所の指導監

督に関する こ と 。  
8． 民生委員及び児童委員に関する こ と 。  
9． 戦傷病者、 戦没者遺族等、 引揚者、 未帰還者留守家族等の援護

に関する こ と 。  
10． 災害救助に関する こ と 。  
 
（ 福祉振興課）  
1． 生活困窮者の保護及び更生に関する こ と 。  
2． 児童及びひと り 親家庭（ 母子、 父子及び寡婦） 等の福祉に関す

る こ と 。  
3． 知的障害者の福祉に関する 指導及び相談に関する こ と 。  
4． 身体障害者の福祉に関する 指導及び相談に関する こ と 。  
5． 高齢者の福祉に関する 指導及び相談に関する こ と 。  
6． 児童文化の向上に関する こ と 。  
7． 児童手当、 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関する こ と 。  
8． 保育所及び児童厚生施設に関する こ と 。  
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出 先 機 関 等 名 所     掌     事     務 

 
 
 
 
県 
 

民 
 

局 
 

健 
 

康 
 

福 
 

祉 
 

部 
 
 
 
 
 
 
 

 
美作 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
企画調整情報課 
健康福祉課 
 指 導 班 
 長寿社会班 
 事 業 者 班      
福祉振興課 
 障害福祉・ 保護班 
 子育て支援班 
保健課 
 地域保健班 
 保健対策班 
真庭保健課 
 地域保健班  
  保健対策班 
勝英地域保健課 
 地域保健班 
 保健対策班 
衛生課 
 食品衛生班 
 生活衛生・ 医薬班 
真庭衛生課 
家庭児童相談室 

 
9． 困難な問題を抱える 女性の相談及び支援に関する こ と 。  
10． 岡山県福祉年金に関する こ と 。  
 
（ 保健課、 地域保健課、 備北保健課及び真庭保健課）  
1． 地域における 保健及び福祉に係る 一体的な施策の推進に関する

こ と 。  
 
（ 衛生課、 備北衛生課及び真庭衛生課）  
1． 生活衛生対策に係る 保健福祉の調整に関する こ と 。  
 
（ 検査課）  
1． 快適な環境づく り の推進の支援に関する こ と 。  
 
（ 家庭児童相談室）  
1． 児童及び妊産婦の福祉に係る 実情の把握に関する こ と 。  
2． 児童及び妊産婦の福祉に関する 事項に係る 相談、 調査及び指導

に関する こ と 。  
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出 先 機 関 等 名 所     掌     事     務 

 
 
 
 

保 
 
 
 
 

健 
 
 
 
 

所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
備前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備中 
 
 
 
 
 
 
 
 

備北 
 
 
 
 

真庭 
 
 
 
 

美作 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
企画調整情報課    
保健課 
 地域保健班  
 保健対策班  
衛生課 
  食品衛生班 
 生活衛生・ 医薬班 
検査課 
 理化学検査班    
  微生物検査班    
 
企画調整情報課    
保健課 
 地域保健班  
 保健対策班  
  心の保健福祉班 
衛生課 
  食品衛生班 
 生活衛生・ 医薬班 
 
備北保健課 
 地域保健班  
 保健対策班  
備北衛生課 
  
真庭保健課 
 地域保健班 
  保健対策班 
真庭衛生課 
 
企画調整情報課    
保健課 
 地域保健班  
 保健対策班  
衛生課 
  食品衛生班 
 生活衛生・ 医薬班 
 
 
 
 
 
 

 
○保健所 
 
1． 地域保健に関する 思想の普及及び向上に関する こ と 。  
2.  地域保健に関する 情報の収集、 整理及び活用に関する こ と 。  
3． 地域保健に関する 調査及び研究に関する こ と 。  
4． 地域保健対策の実施に関する 市町村に対する 援助及び市町村

相互間の連絡調整に関する こ と 。  
5． 人口動態統計その他地域保健に係る 統計に関する こ と 。  
6． 栄養の改善及び食品衛生に関する こ と 。  
7． 住宅、 水道その他生活衛生に関する こ と 。  
8． 医事及び薬事に関する こ と 。  
9． 保健師に関する こ と 。  
10． 公共医療事業の向上及び増進に関する こ と 。  
11． 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する こ と 。  
12． 精神保健及び精神障害者の福祉に関する こ と 。  
13． 歯科保健に関する こ と 。  
14． 衛生上の試験及び検査に関する こ と 。  
15． 治療方法が確立し ていない疾病その他の特殊の疾病によ り

長期に療養を必要と する 者の保健に関する こ と 。  
16． 結核、 感染症その他の疾病の予防に関する こ と 。  
17． 公害健康被害の補償等に関する こ と 。  
18． 健康の保持及び増進を図る ため、 必要に応じ て、 歯科疾患

その他厚生労働大臣の指定する 疾病の治療を行う こ と 。  
19． 地域の保健、 医療及び福祉に関する 施策の企画立案及び総

合調整の支援に関する こ と 。  
20． 地域の保健、 医療及び福祉に係る 長期計画の策定及び総合

調整の支援に関する こ と 。  
21． 保健福祉関係職員の研修の支援に関する こ と 。  
22． 保健所運営協議会に関する こ と 。  
23． 県民局健康福祉部と の連絡調整に関する こ と 。  
24． その他地域住民の健康の保持及び増進に関する こ と 。  
 
（ 企画調整情報課）  
1． 地域の保健、 医療及び福祉に関する 施策の企画立案及び総合

調整に関する こ と 。  
2． 地域の保健、 医療及び福祉に関する 長期計画の策定及び総合

調整に関する こ と 。  
3． 地域の保健及び福祉に関する 情報の収集、 整理及び活用に関

する こ と 。  
4． 保健及び福祉に係る ボラ ンティ アに関する こ と 。  
5． 保健福祉関係職員の研修に関する こ と 。  
6． 調査統計に関する こ と 。  
7． 保健福祉関係表彰に関する こ と 。  
8． 健康危機管理体制等に関する こ と 。  
9． 保健所運営協議会に関する こ と 。  
 
（ 保健課、 備北保健課、 真庭保健課）  
1． 結核、 感染症その他の疾病の予防に関する こ と 。  
2． 歯科保健に関する こ と 。  
3． 予防接種及び検疫に関する こ と 。  
4． 身体障害児に関する こ と 。  
5． 母体保護に関する こ と 。  
6． 衛生上の試験及び検査に関する こ と （ ただし 、 備前保健所は

除く 。 ） 。  
7． 原子爆弾被爆者の健康診断及び手当等の支給に関する こ と 。  
8． 精神保健及び精神障害者の福祉に関する こ と 。  
9． 栄養の改善及び栄養士の業務に関する こ と 。  
10． 健康の増進に関する こ と 。  
11． 母性及び乳幼児に関する こ と 。  
12． 児童の保健に関する こ と 。  
13． 健康増進事業並びに生活習慣病及び介護の予防に関する こ

と 。  
14． 公害健康被害の補償等に関する こ と 。  
15． 医療社会事業に関する こ と 。  
16． 難病患者の在宅療養支援に関する こ と 。  
17． 臓器移植に関する こ と 。  

 
 
 
 

保 
 
 

健 
 
 

所 
 
 

支 
 
 

所 
 
 
 
 

 
東備 

 
 
 

井笠 
 
 
 

新見 
 
 
 

勝英 
 
 
 
 
 
 
 

 
東備地域保健課 
 地域保健班 
 保健対策班 
 
井笠地域保健課 
 地域保健班 
 保健対策班 
 
新見地域保健課 
 地域保健班 
 保健対策班 
 
勝英地域保健課 
 地域保健班 
 保健対策班 
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出 先 機 関 等 名 所     掌     事     務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18． 市町村の保健師活動の総合調整及び支援に関する こ と 。  
19． 保健師看護師助産師学校養成所、 栄養士養成施設及び精神

保健福祉士養成施設の学生の実習指導に関する こ と 。  
20． 愛育委員連合会、 栄養改善協議会等に関する こ と 。  
21． 感染症診査協議会に関する こ と （ 備前、 備中及び美作保健

所に限る 。 ） 。  
22． 保健健康意識の普及向上に関する こ と 。  
23． 病院、 診療所、 助産所その他医療機関の指導監督に関する

こ と 。  
24． 医師、 歯科医師、 診療放射線技師、 歯科衛生士、 歯科技工

士、 臨床検査技師、 衛生検査技師、 保健師、 助産師、 看護師
、 准看護師、 栄養士、 あん摩マッ サージ指圧師、 はり 師、
き ゅ う 師、 柔道整復師等に関する こ と 。  

25． 医療救護に関する こ と 。  
26． 死体の解剖及び保存に関する こ と 。  
 
（ 衛生課、 備北衛生課、 真庭衛生課）  
1． 食品衛生及び乳肉衛生に関する こ と 。  
2． 化製場等に関する こ と 。  
3． 狂犬病の予防に関する こ と 。  
4． 調理師及び製菓衛生師に関する こ と 。  
5． 食中毒に関する こ と 。  
6． 薬事及び薬事衛生に関する こ と 。  
7． 献血の推進に関する こ と 。  
8． 薬剤師に関する こ と 。  
9． 公衆浴場、 温泉、 旅館、 興行場等の衛生に関する こ と 。  
10.  住宅宿泊事業に関する こ と （ 届出等の受理及び指導監督に

関する も のに限る 。 ） 。  
11． 理容業及び美容業に関する こ と 。  
12． ク リ ーニング業に関する こ と 。  
13． 公衆浴場の入浴料金に関する こ と 。  
14． 生活衛生同業組合に関する こ と 。  
15． 水道及び飲料水に関する こ と 。  
16． 衛生上の化学的試験及び検査に関する こ と 。  
17． 建築物における 衛生的環境の確保に関する こ と 。  
18． 有害物質を含有する 家庭用品の規制に関する こ と 。  
19． 県民局地域政策部において行う 廃棄物対策等の業務につい

ての公衆衛生上の観点から の指導に関する こ と 。  
 
（ 検査課）  
1． 食品衛生及び生活衛生上の試験検査に関する こ と 。  
2． 細菌検査、 臨床検査その他衛生上の試験検査に関する こ と 。  
3． 県民局地域政策部において行う 業務に係る 検査の支援に関す

る こ と 。  
 
○保健所支所 
 
（ 地域保健課）  
1． 結核、 感染症その他の疾病の予防に関する こ と 。  
2． 歯科保健に関する こ と 。  
3． 予防接種及び検疫に関する こ と 。  
4． 身体障害児に関する こ と 。  
5． 母体保護に関する こ と 。  
6． 衛生上の試験及び検査に関する こ と 。  
7． 原子爆弾被爆者の健康診断及び手当等の支給に関する こ と 。  
8． 精神保健及び精神障害者の福祉に関する こ と 。  
9． 栄養の改善及び栄養士の業務に関する こ と 。  
10． 健康の増進に関する こ と 。  
11． 母性及び乳幼児に関する こ と 。  
12． 児童の保健に関する こ と 。  
13． 健康増進事業並びに生活習慣病及び介護の予防に関する こ

と 。  
14． 公害健康被害の補償等に関する こ と 。  
15． 医療社会事業に関する こ と 。  
16． 難病患者の在宅療養支援に関する こ と 。  
17． 臓器移植に関する こ と 。  
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出 先 機 関 等 名 所     掌     事     務 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
18． 市町村の保健師活動の総合調整及び支援に関する こ と 。  
19． 保健師助産師看護師学校養成所、 栄養士養成施設及び精神

保健福祉士養成施設の学生の実習指導に関する こ と 。  
20． 愛育委員連合会、 栄養改善協議会等に関する こ と 。  
21． 保健健康意識の普及向上に関する こ と 。  
22． 医療救護に関する こ と 。  
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出 先 機 関 名 所     掌     事     務 

 
精神保健福祉センタ ー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1． 精神保健及び精神障害者の福祉に関する 知識の普及に関する

こ と 。  
2． 精神保健及び精神障害者の福祉に関する 調査研究に関する こ

と 。  
3． 精神保健及び精神障害者の福祉に関する 相談及び援助のう ち

複雑又は困難なも のに関する こ と 。  
4． 精神医療審査会の事務に関する こ と 。  
5． 精神保健及び精神障害者福祉に関する 法律第45条第1項の申 

請に対する 決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援する ための法律（ 以下こ の項において「 法」 と いう 。 ）
第52条第1項に規定する 支給認定( 精神障害者に係る も のに限
る 。 ) に関する 事務のう ち専門的な知識及び技術を必要と す
る も のに関する こ と 。  

6． 法第22条第2項の規定によ る 市町村が同条第1項に規定する 支
給要否決定を行う に当たっての意見の陳述に関する こ と 。  

7． 法第26条第1項の規定によ る 市町村に対する 技術的事項につ 
いての協力その他必要な援助に関する こ と 。  

8． 3の業務に付随する 診療に関する こ と  
9． その他精神保健及び精神障害者の福祉の向上を図る ために必

要な業務に関する こ と 。  

 
食肉衛生検査所 
 
 
 

 
1． と 畜検査に関する こ と 。  
2． 食鳥処理の事業の許可等に関する こ と 。  
3． 食肉衛生に係る 調査研究に関する こ と 。  
4． その他食肉衛生に関する こ と 。  

 
動物愛護 
センタ ー 

 
愛護課 
 
 
 

 
1． 動物愛護の普及啓発に関する こ と 。  
2． 動物の適正飼養に関する こ と 。  
3． 負傷し た犬、 猫等の治療に関する こ と 。  
4． 人畜共通感染症に関する こ と 。  

 
管理課 
 
 
 
 

 
1． 野犬等の捕獲及び収容に関する こ と 。  
2． 犬又は猫の引取り 、 処分等に関する こ と 。  
3． 不適正な飼い主への指導等に関する こ と 。  
4． 第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に関する こ と 。  
5． 特定動物に関する こ と 。  
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３ 　 条例等に基づく 委員会、 審議会、 協議会等

課　 名 担　 任　 事　 務

保健医療課 保健所運営協議会 地域保健法第11条

医療推進課 岡山県医療審議会 医療法第72条

　 准看護師試験の実施に関する 事務

健康推進課

疾病感染症

対策課

生活衛生課 岡山県公衆浴場入
浴料金審議会

岡山県附属機関条例第
2条

　 物価統制令( 昭和21年勅令第118号)
第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額
の指定等に関する 省令( 昭和32年厚生
省令第38号) 第2条の規定によ る 公衆
浴場入浴料金の統制額に関する 重要
事項についての調査審議及び意見の
具申に関する 事務

岡山県生活衛生適
正化審議会

生活衛生関係営業の運
営の適正化及び振興に
関する 法律第58条

　 生活衛生関係営業の運営の適正化
及び振興に関する 法律の施行に関す
る 重要事項の調査審議及び同法の施
行に関する 事項についての関係行政
機関に対する 建議に関する 事務

岡山県精神保健福
祉審議会

精神保健及び精神障害
者福祉に関する 法律第
9条
岡山県精神保健福祉審
議会条例

　 精神保健に関する 事項等を調査審
議する ために設置し 、 県知事の諮問
に答える ほか、 精神保健に関する 事
項等について意見具申を行う 事務

岡山県精神医療審
査会

精神保健及び精神障害
者福祉に関する 法律第
12条

　 精神科病院入院者の定期病状報告
等及び退院等請求に係る 審査を行う
事務

岡山県感染症対策
委員会

岡山県附属機関条例第
2条

　 感染症の監視、 予防対策、 防疫対
策、 連携協力体制の整備について調
査審議し 、 その結果を知事に提出
し 、 又は意見を具申する 事務

岡山県感染症診査
協議会

感染症の予防及び感染
症の患者に対する 医療
に関する 法律第24条

　 感染症の患者に対する 指定医療機
関への入院の勧告に関し て必要な事
項を審議する 事務

岡山県がん対策推
進協議会

岡山県がん対策推進条
例第20条

　 岡山県がん対策推進計画に関する
事項及びその他がん対策の総合的な
推進に必要な事項について協議する
事務

岡山県がん登録審
議会

がん登録等の推進に関
する 法律第18条
岡山県がん登録審議会
条例

　 全国がん登録によ る 都道府県がん
情報の利用・ 提供等に必要な事項に
ついて審議する 事務

名　 　 称 根拠法令等

　 保健所の所管区域内の地域保健及
び当該保健所の運営に関する 事項の
審議に関する 事務

　 知事の諮問に応じ て医療を提供す
る 体制の確保に関する 重要事項の調
査審議に関する 事務

岡山県准看護師
試験委員会

保健師助産師看護師法
第25条
岡山県准看護師試験委
員条例
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課　 名 担　 任　 事　 務

医薬安全課 岡山県薬事審議会

岡山県指定難病審
査会

難病の患者に対する 医
療等に関する 法律第8
条

　 特定医療費の支給認定について審
査する 事務

岡山県公害健康被
害認定審査会

公害健康被害の補償等
に関する 法律第44条
岡山県公害健康被害認
定審査会条例

　 公害認定患者の更新認定、 障害等
級の見直し 等を審査する 事務

岡山県小児慢性特
定疾病審査会

児童福祉法第19条の4 　 小児慢性特定疾病医療費の支給認
定について審査する 事務

名　 　 称 根拠法令等

医薬品、 医療機器等品
質、 有効性及び安全性
の確保等に関する 法律
第3条
岡山県薬事審議会条例

　 県における 薬事に関する 重要事項
について調査審議する 事務

岡山県麻薬中毒審
査会

麻薬及び向精神薬取締
法第58条の13

　 麻薬中毒者の措置入院の延長等に
ついて審査する 事務
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第３  令和６ 年度 保健医療行政の 重点施策  

 

 

１  施 策 推進 の 基 本 的 な 考 え 方  

本格的な 人口減少・ 長寿社会の 到来な ど の 社会情勢に 的確に 対応する た め 、

県政の 最上位計画で あ る 「 第３ 次晴れの 国おか やま 生き 活き プ ラ ン 」 （ 令和３

年３ 月策定） に おい て 、 「 安心で 豊か さ が 実感で き る 地域の 創造」 を 重点戦略

の 一つと し て い る 。 そ の 下に 、 戦略プ ロ グ ラ ム と し て 「 保健・ 医療・ 福祉充実

プ ロ グ ラ ム 」 「 結婚・ 妊娠・ 出産応援プ ロ グ ラ ム 」 を 掲げ 、 こ れ ら の プ ロ グ ラ

ム に 着実に 取り 組むこ と に よ り 、 子ど も か ら 高齢者ま で 全て の 県民が 明る い 笑

顔で 暮ら す「 生き 活き 岡山」 の 実現を 目指す。  

 

２  保健・ 医療・ 福祉充実プ ロ グ ラ ム  

（ １ ） ア ピ ア ラ ン ス ケ ア 等の が ん 支援体制強化事業 

が ん 治 療 を 継 続 し な が ら 社 会 生 活 を 送 る が ん 患 者 の 治 療 に 伴 う 外 見 の 変

化に 対する 経済的、 心理的な 負担の 軽減を 図る た め 、 ア ピ ア ラ ン ス ケ ア に 関

する 情報提供を 行う と と も に 、 ウ ィ ッ グ 等の 購入費助成を 実施し て い る 市町

村を 支援する 。  

 

（ ２ ） 医師の 働き 方改革を 受け た 救急医療体制再整備事業 

救急搬送患者の う ち 軽症者が 占め る 割合を 減少さ せ、 医師の 働き 方改革開

始後に おけ る 救急医療提供体制の 確保を 図る た め 、 医療機関の 受診の 要否な

ど に つい て 専門家が 電話で ア ド バ イ ス する 「 救急安心セ ン タ ー事業」 を 運営

する 市 町 村 に 対 す る 助 成 や 、 高 齢 者 施 設 職 員 か ら の 救 急医 療 相 談 に 応 じ る

コ ールセ ン タ ー運営に 対する 助成を 実施する 。  

 

（ ３ ） ス モ ーク フ リ ー事業 

心と 体の 健康づく り の 推進と し て 、 高校生や喫煙可能年齢と な る 大学生等

を 対 象 に し た 喫 煙 防 止 の 啓 発 を 行 う と と も に 、 か か り つ け 医 等 へ Ｃ Ｏ Ｐ Ｄ

（ 慢性閉塞性肺疾患） に 関する 研修を 実施し 、 か か り つけ 医等か ら の 注意喚

起を 促進する こ と に よ り 、 喫煙率の 低下及び受動喫煙の 防止に 取り 組む。  

 

（ ４ ） 精神障害に も 対応し た 地域包括ケ ア シ ス テ ム 構築推進事業 

精神科病院入院患者の 早期退院の 促進な ど の 地域移行・ 地域定着に 向け た

様々な 施策に 取り 組み、 医療や行政、 福祉等の 関係機関の 連携に よ る 重層的

な 支援体制（ 精神障害に も 対応し た 地域包括ケ ア シ ス テ ム ） を 構築し 、 精神

障害の あ る 方が 身近な 地域で 安心し て 暮ら すこ と が で き る 社会を 目指す。  

 

（ ５ ） 岡山県感染症対策ネ ッ ト ワ ーク 構築推進事業 

今後発生が 想定さ れ る 新興感染症等に 備え る た め 、 感染管理・ 疫学の 専門

家等で 構成さ れる 感染症ネ ッ ト ワ ーク を 設置し 、 ク ラ ス タ ーの 発生要因の 分

析や情報収集方法等に つい て 検討を 進め る と と も に 、 専門家等の 人材育成・

確保に 取り 組む。  
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（ ６ ） 骨髄・ 末梢血管細胞移植ド ナ ー支援事業 

骨髄バン ク への ド ナ ー登録を 推進する た め 、 骨髄等の ド ナ ー及びド ナ ーが

従事する 事業所に 対し 全市町村が 行う 助成を 補助する ほ か 、 当該助成制度や

骨髄バン ク の 普及啓発を 図る 。  

 

３  結婚・ 妊娠・ 出産応援プ ロ グ ラ ム  

（ １ ） おか やま マ マ 安心サ ポ ート 事業 

『 ラ イ フ ス テ ージ に 応じ た 切れ目のな い 支援』 と し て 、 安心し て 妊娠・ 出産、

子育て がで き る 持続的で 切れ目の な い 医療・ 母子保健サービ ス 等の提供体制を

構築する た め 、 限ら れた 医療資源が機能を 最大限発揮で き る よ う 、 分娩・ 健診

機能の分化・ 連携や助産師等へのタ ス ク シ フ ト 等を 促進する と と も に、 新生児

聴覚検査体制の充実や市町村が行う 産後ケ ア 事業の支援等に 取り 組む。  
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保健医療課 

第４  主要事業の概要 

 

《 保健医療課》  

 
１  地域保健の推進 

保健所は、 健康危機管理対策や市町村への技術支援のほか、 医療提供体制の構築や食品の安

全の確保など 、 地域の健康課題に対する 広域的・ 専門的技術拠点と し ての機能を 担う こ と が求

めら れている 。  
そのため、 平成 21 年４ 月よ り 現行の５ 保健所４ 支所体制と し 、 健康危機管理への対応機能、

企画調整・ 市町村支援機能、 専門的・ 技術的な機能に重点を 置き 、 その機能を 高めてき たと こ

ろ である 。 今般の新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症への対応を 踏ま えて、 県民の暮ら し や健康に重大

な影響を 与える おそれのある 新興感染症や自然災害等の健康危機に備える ため、 保健所・ 支所

の平時から の計画的な体制整備に取り 組む。  
 
（ １ ） 保健師活動 

保健師は、 市町村の保健事業等に対する 支援や二次的サービ ス 、 感染症対策、 精神保健福

祉対策、 難病対策、 子ど も 虐待予防活動等の専門的な活動を 行う 。  
ま た、 複雑多様化する 健康課題や健康危機に適切・ 迅速に対応する ため、 保健師の人材確

保及び育成等を 図る 。  
 

○県・ 市町村の保健師数                      （ 単位： 人）  

   年度 
区分 28 29 30 令和元 ２  ３  ４  ５  

総  数 641 647 659 667 680 688 719 718 

 県  112 113 115 117 116 123 129 128 

     内 

保健所・ 支所 
84 83 86 91 92 97 102 102 

市 町 村 529 534 544 550 564 565 590 590 

１  厚生労働省保健師活動領域調査（ 各年５ 月１ 日現在） によ る 。 ※他団体等への出向含む。 

２  市町村は、 岡山市及び倉敷市を 含む。  
 

（ ２ ） 地域保健活動の充実強化  
地域の健康課題に対応し 、 地域の特性等に応じ た先駆的・ モデル的な保健事業を よ り 効果

的、 積極的に推進する と と も に、 保健・ 医療・ 福祉等関係者と の連携を 図り 、 地域における

包括的なサービ ス の提供シス テム を 構築する こ と を 目的に、 「 保健所保健福祉サービ ス 調整

推進会議」 を 開催する 。  
ま た 、 社会の変化等に対応し た保健福祉サービ ス を 提供する と と も に、 保健福祉施策の

企画等総合的な活動が的確に実施でき る よ う 、 保健師等地域保健関係職員の資質向上を図る 。                                        
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医療推進課 

 

《医療推進課》 
 

１ 岡山県保健医療計画の推進 

  第９次岡山県保健医療計画（令和６～令和 11 年度）に基づき施策を推進する。 

本計画では、「すべての県民が生き活きと安心して住み続けられる、良質な保健医療サービ

スが受けられる体制の確保」を基本理念とし、限られた医療資源を効果的・効率的に活用

しながら、住民・患者の視点に立った医療情報の提供や、疾病の予防から治療、リハビリ

テーション、介護まで、地域におけるより良質で効率的な保健医療体制の確立を目指すこ

ととしている。 
 
（１）第９次計画の体系 

基本理念 
「すべての県民が生き活きと安心して住み続けられる、良質な保健医療
サービスが受けられる体制の確保」 

 

○ 岡山県の保健医療の現状  
○ 保健医療圏 （一次・二次・三次保健医療圏） 
○ 基準病床数 （基準病床数の算定） 
○ 地域医療構想 

 
  

 
○安全・安心な医療の提供  ○医薬分業の定着支援   
○外来医療に係る医療提供体制の確保 

 
 

 
○医療法で定める５疾病   ○医療法で定める６事業及び在宅医療等 

 
 

 
○臓器移植・造血幹細胞移植医療対策   ○感染症対策   ○難病対策 
○健康危機管理対策  ○医薬安全対策  ○生活衛生対策 

 
 

 
○健康増進  ○母子保健  ○学校保健  ○職域保健  ○高齢者支援 
○心身障害児（者）支援   ○発達障害児（者）支援   ○歯科保健   
○保健所の機能強化     ○健康づくりボランティアの育成 

 
 

 
○医師  ○歯科医師  ○薬剤師  ○看護職員  ○その他の保健医療従事者 

 

地域保健医療計画（地域医療構想を含む）： 

○県南東部保健医療圏  ○県南西部保健医療圏  ○高梁・新見保健医療圏           
○真庭保健医療圏    ○津山・英田保健医療圏  

 

 計画の推進体制と評価の実施 

  

 

 

医療提供体制の整備 

疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築 

地域保健医療・生活衛生対策の推進 

保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進 

保健医療従事者の確保と資質の向上 
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医療推進課 

 

（２）第９次計画の期間 

   計画の期間は、令和６年度から令和 11 年度までの６年間としている。 

 

（３）保健医療圏 

     保健医療資源の効率的かつ適正な配置を図るとともに、保健医療機関相互の機能分

化と連携を推進し、保健医療提供体制の体系化を図るため、次のように段階的な保健

医療圏を設定している。 

  ア 一次保健医療圏（市町村域） 

    地域住民の日常的な健康相談、健康管理や頻度の高い一般的な傷病の治療などに

   対応する基礎的な圏域 

  イ 二次保健医療圏（５圏域） 

       原則として、入院医療の需要に対応し、比較的専門性の高い領域も含めて、一般

   的な保健医療が概ね完結できる体制づくりを目指す圏域 

   ウ 三次保健医療圏（県全域） 

       高度又は特殊な保健医療サービスを提供する圏域 
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医療推進課 

 

（４）基準病床数 

病院及び診療所の病床の適正配置を図ることを目的として、療養病床及び一般病床に

ついては二次保健医療圏ごとに、精神病床、感染症病床及び結核病床については、県全

域を１つの区域として基準病床数を定めている。 

  ○基準病床数の状況 

（※既存病床数は、令和６年３月１日時点における令和６年４月１日の見込み） 

   ア 療養病床及び一般病床  

区 分 基準病床数 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

既存病床数 
県南東部     
保健医療圏 

       9,635        9,865 

県南西部     
保健医療圏 

       7,311        7,803 

高梁・新見 

保健医療圏 
         447            628 

真   庭 

保健医療圏 
           434            466 

津山・英田 

保健医療圏 
1,609        1,770 

 合   計 19,436        20,532 

     

イ 精神病床、感染症病床及び結核病床 

 病 床 種 別      基準病床数 
 
 
 
 
 
 

既存病床数 

 精 神 病 床            3,931        5,119 

 感染症病床          26           26 

 結 核 病 床               37          115 

 

（５）地域医療構想 

地域医療構想は、地域における病床の機能の分化及び連携を推進することを目的と

して、令和７年の人口推計に基づく医療需要を踏まえ、必要となる病床数を推計し、

目指すべき医療提供体制やこれを実現するための施策を示している。 

構想実現に向け、二次保健医療圏（５構想区域）ごとに設置した地域医療構想調整

会議において、関係者の協議を促すとともに、地域医療介護総合確保基金を活用し、

構想の実現に資する医療機関の病床機能の転換等を支援している。 

現行の地域医療構想の期限が令和７年までとなっていることから、引き続き、着実

に取り組みを進めていくとともに、国において検討が開始された、令和 22 年頃を視野

に入れた新たな医療構想について、動向を注視していく。  
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医療推進課 

 

○構想区域別病床数の現況及び推計の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）外来医療に係る医療提供体制の確保（外来機能報告） 

令和３年の医療法改正で、地域の医療機関の外来機能の明確化を図り、患者の流れを

円滑化することを目的として、外来機能報告制度が創設された。 

この制度により、病院及び有床診療所には、年１回、外来医療の実施状況等を県へ報

告することが義務付けられたほか、国の基準に適合し、医療機関の意向と地域の協議の

場での結論が一致した医療機関は「紹介受診重点医療機関」（紹介患者への外来を基本

とする医療機関）として公表されることとなった。 

本県では、令和５年 11 月に、14 医療機関を「紹介受診重点医療機関」として公表した

ところであり、引き続き、国と連携し制度の円滑な運用を図っていく。 

 

２ 医療介護総合確保促進法に基づく県計画 

  医療介護総合確保促進法に基づく県計画は、団塊の世代がすべて 75 歳以上となる令和７年

に向けて、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が

急務の課題であることから、毎年度、地域における医療及び介護の総合的な確保のための事

業に関して策定する計画である。 

  この計画に基づく事業の実施にあたっては、消費税増収分を財源とする国からの交付金等

を積み立てた岡山県地域医療介護総合確保基金を活用し、関係機関との協働により取り組む。 

 

 

 

(単位：床）

病院 診療所 合計 H25(2013) R７(2025) R22(2040）
① ② ③

高 度 急 性 期 1,993 0 1,993 1,125 1,187 1,146 ▲ 806 167.9% ▲ 847 173.9%
急 性 期 3,773 366 4,139 2,968 3,335 3,318 ▲ 804 124.1% ▲ 821 124.7%
回 復 期 1,904 77 1,981 2,500 2,927 2,969 946 67.7% 988 66.7%
慢 性 期 2,001 208 2,209 2,163 2,029 2,052 ▲ 180 108.9% ▲ 157 107.7%

休 棟 ・ 無 回 答 等 236 216 452 ▲ 452
計 9,907 867 10,774 8,756 9,478 9,485 ▲ 1,296 113.7% ▲ 1,289 113.6%

高 度 急 性 期 1,757 0 1,757 863 888 830 ▲ 869 197.9% ▲ 927 211.7%
急 性 期 2,695 217 2,912 2,380 2,722 2,644 ▲ 190 107.0% ▲ 268 110.1%
回 復 期 1,331 139 1,470 2,289 2,761 2,742 1,291 53.2% 1,272 53.6%
慢 性 期 1,937 93 2,030 2,061 1,866 1,876 ▲ 164 108.8% ▲ 154 108.2%

休 棟 ・ 無 回 答 等 303 78 381 ▲ 381
計 8,023 527 8,550 7,593 8,237 8,092 ▲ 313 103.8% ▲ 458 105.7%

高 度 急 性 期 0 0 0 18 17 15 17 － 15 －
急 性 期 231 29 260 130 123 113 ▲ 137 211.4% ▲ 147 230.1%
回 復 期 163 0 163 143 134 122 ▲ 29 121.6% ▲ 41 133.6%
慢 性 期 234 0 234 279 192 178 ▲ 42 121.9% ▲ 56 131.5%

休 棟 ・ 無 回 答 等 0 19 19 ▲ 19
計 628 48 676 570 466 428 ▲ 210 145.1% ▲ 248 157.9%

高 度 急 性 期 0 0 0 26 25 22 25 － 22 －
急 性 期 110 18 128 163 157 144 29 81.5% 16 88.9%
回 復 期 235 0 235 180 175 160 ▲ 60 134.3% ▲ 75 146.9%
慢 性 期 162 1 163 155 106 100 ▲ 57 153.8% ▲ 63 163.0%

休 棟 ・ 無 回 答 等 40 0 40 ▲ 40
計 547 19 566 524 463 426 ▲ 103 122.2% ▲ 140 132.9%

高 度 急 性 期 124 0 124 137 132 118 8 93.9% ▲ 6 105.1%
急 性 期 701 90 791 514 501 460 ▲ 290 157.9% ▲ 331 172.0%
回 復 期 384 19 403 487 483 452 80 83.4% 49 89.2%
慢 性 期 499 44 543 605 414 411 ▲ 129 131.2% ▲ 132 132.1%

休 棟 ・ 無 回 答 等 0 114 114 ▲ 114
計 1,708 267 1,975 1,743 1,530 1,441 ▲ 445 129.1% ▲ 534 137.1%

高 度 急 性 期 3,874 0 3,874 2,169 2,249 2,131 ▲ 1,625 172.3% ▲ 1,743 181.8%
急 性 期 7,510 720 8,230 6,155 6,838 6,679 ▲ 1,392 120.4% ▲ 1,551 123.2%
回 復 期 4,017 235 4,252 5,599 6,480 6,445 2,228 65.6% 2,193 66.0%
慢 性 期 4,833 346 5,179 5,263 4,607 4,617 ▲ 572 112.4% ▲ 562 112.2%

休 棟 ・ 無 回 答 等 579 427 1,006 ▲ 1,006
計 20,813 1,728 22,541 19,186 20,174 19,872 ▲ 2,367 111.7% ▲ 2,669 113.4%

県南東部 ハンセン病療養所の病床 876 0 876

21,689 1,728 23,417 19,186 20,174 19,872合計

県南東部

県南西部

高梁・新見

真庭

津山・英田

小計

構想区域 区　分

令和４年７月１日現在
の病床数 ［病床機能報告］

必要病床数
［地域医療構想策定支援ツールから］

R７に
対する
必要数
②-①

R７に
対する
充足率
①/②

R22に
対する
必要数
③-①

R22に
対する
充足率
①/③
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（１）対象事業 

  区分Ⅰ-１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

  区分Ⅰ-２  地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業 

  区分Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 

  区分Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等） 

  区分Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

  区分Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業 

  区分Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

 

（２）計画の期間 

     計画の期間は原則１年間であるが、個別の事業の内容に応じて複数年も可能とされ

ている。 

 

３ 医療提供体制の整備充実 

 高齢化の進展などの社会環境の変化に伴い、将来の人口構成に応じた、地域にふさわ

しいバランスのとれた医療提供体制を構築する必要がある。 

  県内の医療従事者、病院病床数等に関する多くの指標は全国平均を上回っており、医

療水準は全体として高い水準にあるが、一方で、医療施設や医療従事者の地域的遍在が

みられ、救急医療、へき地医療、周産期及び小児医療体制の整備や県北、中山間地域に

おける医師確保対策などの課題がある。 

  このため、関係機関と連携し、保健医療計画及び医療介護総合確保促進法に基づく県

計画等に基づき、地域の実情に応じた効率的な医療提供体制の整備充実を進める。 

 

（１）保健医療資源の状況 

ア 病院数及び診療所数                  医療施設調査 令和５年10月１日現在 

病  院 一般診療所 歯科診療所 

施設数 
人口 10 万対 

施設数 
人口 10 万対 

施設数 
人口 10 万対 

岡山県 全 国 岡山県 全 国 岡山県 全 国 

159    8.5    6.5   1,608 86.4 84.2 995 53.4 54.2 

 

イ 病院及び診療所の病床数         医療施設調査 令和５年10月１日現在 

 病  院 一般診療所 

病床数 
人口 10 万対 

病床数 
人口 10 万対 

岡山県 全 国 岡山県 全 国 

総 数 27,097 1,455.3 1,194.9 1,812 97.3 64.4 

内

訳 

一 般 17,640 947.4 709.6     

療 養 4,041 217.0 223.0    

精 神 5,275 283.3 257.6       

感染症 26 1.4 1.5      

結 核 115 6.2 3.1     

 
ウ 保健医療従事者数（人口10万対）医師・歯科医師・薬剤師統計 令和４年12月31日現在 

 医 師 歯科医師 薬剤師 

岡山県 336.8 94.7 228.0 

全 国 274.7 84.2 259.1 
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［参考：第２期岡山県医師確保計画（前期） 令和６年３月］ 

医師多数区域   県南東部保健医療圏、県南西部保健医療圏 

どちらでもない区域 津山・英田保健医療圏 

医師少数区域 高梁・新見保健医療圏、真庭保健医療圏 
 
 

（２）救急医療体制 

 救急医療は、初期、二次、三次救急医療機関からなる救急医療体制により対応する

こととし、その整備、充実に努めてきたところである。 

 特に、夜間における救急医療体制の一層の整備を促進するとともに、高度化・複雑

化する救急需要に対応するため、救急医療施設の整備、関係機関の連携の強化、救急

医療従事者の資質の向上を図る必要がある。 

   ア 初期救急医療 

  （ア）在宅当番医制 

     休日・夜間における初期救急医療体制の充実を図るため、市町村から委託を受

けて県内 23 の郡市地区医師会が実施している。 

  （イ）休日夜間診療所 

     休日又は夜間における救急患者の医療の確保を図るため、岡山市休日夜間急患

診療所、倉敷市休日夜間急患センター及び新見市休日・準夜間診療所において実

施されている。           

  イ 二次救急医療 

  （ア）病院群輪番制 

市町村からの助成を受けて、県内５保健医療圏域ごとに病院が輪番で診療を行っ

ている。 

  （イ）小児救急医療体制 

     小児の二次救急医療を確保するため、小児救急医療支援事業を実施している市町

村に対し助成するとともに、県北圏域において、小児救急医療拠点病院運営事業を

実施する。 

  （ウ）救急告示施設 

     「救急病院等を定める省令」に基づき告示している救急病院又は診療所は県内に

89 か所（令和６年４月１日現在）ある。 

 

○市町村別救急告示施設数               （令和６年４月１日現在） 

市町村 施設数 市町村 施設数 市町村 施設数 市町村 施設数 医 療 圏 別 数 

 

岡山市 

倉敷市 

津山市 

玉野市 

笠岡市 

井原市 

 

   26 

   21 

    2 

    4 

    4 

     4 

 

総社市 

高梁市 

新見市 

備前市 

瀬戸内市 

赤磐市 

真庭市 

 

    3 

    3 

    2 

    3 

    1 

    1 

    5 

 

 

美作市 

浅口市 

和気町

早島町 

矢掛町 

鏡野町 

 

    2 

    1 

    2 

    1 

    1 

    2 

 

勝央町 

 

 

 

 

 

 

     1 

 

 

 

 

 

 

県 南 東 部 37 

県 南 西 部        35 

高 梁 ・ 新 見         5 

真 庭         5 

津 山 ・ 英 田         7 

 

            計    89
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ウ 三次救急医療 

 初期救急医療施設及び二次救急医療施設との円滑な連携のもとに重篤救急患者を

受け入れる救命救急センター・小児救命救急センターの運営費を助成する。 

エ 救急医療情報システムの整備 

 インターネットを活用して、消防機関等に対する医療機関の救急車受入可否の情

報等の提供を行う。 

オ ヘリコプター救急搬送体制の整備 

 迅速かつ効率的な搬送手段としてドクターヘリを位置付け、緊急の救命措置を要

する患者が迅速に高度な救急医療を受けられる体制を確立している。引き続きドク

ターヘリ導入促進事業を川崎医科大学附属病院において実施する。 

カ 病院前救護体制（メディカルコントロール体制）の整備 

 医師会、救命救急センター、消防所管部局等と連携し、救急車で搬送される重症

患者に対し、同乗する救急救命士等の応急的医療行為が適切に行われる体制を整備

する。 

  キ 小児救急電話相談事業（＃8000） 

 夜間・休日における小児の急病等の際に、保護者等が安心感を持って対応できる

よう、看護師等による電話相談を実施する。 

  ク 救急安心センター(#7119) 運営支援事業 

    救急医療機関の受診の適正化を進めるため、病気やけがの際、専門家が電話でア

ドバイスする「救急安心センター事業」を運営する市町村を支援する。 

  ケ 高齢者施設における急変時等相談対応窓口事業 

    高齢者施設からの救急搬送件数の減少及び救急医療機関の負担軽減のため、施設

職員からの救急医療相談に応じるコールセンター運営に係る経費を補助する。 

 

（３）災害医療体制 

 岡山県地域防災計画等に基づき、医療機関、消防機関、医師会等と連携して災害時

に必要な医療が適切に提供されるよう、災害拠点病院の指定や災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）の養成、災害時の医療に係る訓練の実施等により体制の充実に取り組ん

でいる。 

 また、大規模地震等の災害時においても、必要な医療を安定的に提供できるよう、

医療施設の耐震化を促進する。 

  ア 災害拠点病院の整備 

  災害拠点病院（県内 12 病院）の施設・設備整備を支援するとともに、災害拠点病院

等の医療救護要員に対する災害救護研修を実施する。 
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○災害拠点病院の指定状況                 （令和６年４月１日現在） 

区  分 対 象 圏 域 医 療 施 設 

基幹災害拠点病院 全県 岡山赤十字病院 

地域災害拠点病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

県南東部保健医療圏 

 

 

 

岡山済生会総合病院 

国立病院機構岡山医療センター 

岡山大学病院 

岡山市立市民病院 

川崎医科大学総合医療センター 

岡山西大寺病院 

県南西部保健医療圏 
川崎医科大学附属病院 

倉敷中央病院 

高梁・新見保健医療圏 高梁中央病院 

真 庭 保 健 医 療 圏          総合病院落合病院 

津山・英田保健医療圏 津山中央病院 

  イ おかやまＤＭＡＴ事業 
       医療機関、医師会、消防本部等関係機関と連携し、ＤＭＡＴ等による災害時医療 

の提供が、迅速かつ的確に行われる体制を整備する。 
 
 

○ＤＭＡＴの編成状況  （令和６年３月現在） 

 

 

ウ 広域災害救急医療情報システムの活用 

災害発生時には、国の広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を活用して、

各医療機関の被災状況等を把握するとともに、関係機関と情報共有を図る。 

  エ 医療施設の耐震化などの災害対策 

  二次救急医療機関等が行う耐震化整備や浸水対策に対して助成することにより、

災害時での医療提供体制の確保を図る。 

  オ スプリンクラー等の整備 

    医療機関が行うスプリンクラー等の整備に対して助成を行い、利用者の安全を確

保する。 

 

おかやまＤＭＡＴ指定機関 チーム数 

日本赤十字社岡山県支部 

（岡山赤十字病院） 
６ 

岡山済生会総合病院 ５ 

国立病院機構岡山医療センター ４ 

岡山大学病院 ４ 

岡山市立市民病院 ６ 

川崎医科大学総合医療センター ２ 

岡山西大寺病院 ２ 

川崎医科大学附属病院 ３ 

倉敷中央病院 ７ 

高梁中央病院 ２ 

総合病院落合病院 ２ 

津山中央病院 ４ 

合 計 ４７ 
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（４）へき地医療体制                           

 無医地区等の医療機会に恵まれないへき地の医療を確保するため、へき地医療支援機

構を中核とする体制により、へき地医療拠点病院やへき地診療所の医療施設等の整備充

実を図るとともに、へき地医療に従事する医師等の確保並びに資質の向上を図る。また、

自治医科大学卒業医師をへき地医療拠点病院に配置するほか、地元大学、公的病院、医

師会等との連携を図り、へき地勤務医師の確保を促進する。 

  ア へき地医療の確保 

    医療機会に恵まれない離島や県中北部のへき地住民の医療の確保を図るため、へき

地医療拠点病院による無医地区等を対象にした巡回診療及び医師派遣、社会福祉法人

恩賜財団済生会が運航する巡回診療船「済生丸」の運営、へき地診療所の設備整備等

に対して助成する。 

○無医地区の状況     （令和４年 10 月厚生労働省調査） 

無医地区を有する市町村数  無医地区数  無医地区内人口 

          ９市町村    21地区      4,291人 

  （ア）へき地医療支援機構 

     全県で一元的にへき地医療に係る事業の企画･調整等を行い、円滑かつ効率的に

実施するために、へき地医療支援機構の運営を岡山済生会総合病院に委託して実施

する。 

（イ）へき地医療拠点病院 

県内９か所のへき地医療拠点病院が行うへき地診療所等への医師派遣に助成する。 

○へき地医療拠点病院の指定状況 

へき地医療拠点病院 指定年月日 

岡山済生会総合病院 

岡山赤十字病院 

高梁市国民健康保険成羽病院 

美作市立大原病院 

赤磐医師会病院 

真庭市国民健康保険湯原温泉病院 

鏡野町国民健康保険病院 

渡辺病院 

津山中央病院 

平成14年４月１日 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

平成15年３月１日 

平成21年４月１日 

計 ９病院 

  （ウ）巡回診療船「済生丸」 

     巡回診療船「済生丸」の運航に対し、広島県、香川県、愛媛県の各県とともに

助成する。 

  （エ）へき地診療所 

         へき地診療所の運営上生じた赤字額の一部を助成する。 

イ へき地勤務医師の確保                                                      

へき地に勤務する医師の養成を図る目的のために設立された、自治医科大学（昭 

和 47 年４月開校）の運営費の一部を負担する。 
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（５）周産期及び小児医療体制 

  ア ハイリスク妊娠・分娩への対応 

    高度な医療を要するハイリスクな母体・新生児に対応する周産期母子医療センターを

中心として、周産期医療に係る病院、診療所及び助産所が適切に機能分担と連携を行

うことにより、安心して妊娠・出産できる環境づくりを推進する。 

また、ＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療室）、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等を

設置する周産期母子医療センターの安定的な運営を支援するとともに、周産期死亡症

例の検証等を行うことにより良質な医療の提供体制を確保する。 

イ おかやまママ安心サポート事業 

  保健・医療・福祉等の関係者が協働して諸問題の改善に取り組むことにより、安心

して妊娠・出産・子育てができる、持続的で切れ目のない支援体制を構築する。 

     

（６）在宅医療の推進 

人生の最終段階まで、住み慣れた地域で最期まで自分らしい生活を送ることができ

るよう、医療・介護にまたがる様々な支援を包括的・継続的に提供する体制を整備する。 

ア プライマリ・ケアの推進 

   在宅医療の中核を担うかかりつけ医の資質向上を図るため、県医師会と連携し、か

かりつけ医認定事業を実施する。 

   イ 在宅医療提供体制の整備 

（ア）医療・介護従事者の資質向上と職種間の連携を図るため、県医師会､県看護協会、

県介護支援専門員協会などの職能団体と協働し、研修会等を開催する。 

（イ）医療と介護に関わる職能団体の代表者等で構成する｢岡山県在宅医療推進協議会｣

を開催し、在宅医療提供体制の整備及び多職種連携のあり方等、連携上の課題の抽

出と対応策等について協議する。 

（ウ）ＮＩＣＵを退院した児や在宅医療を必要とする小児患者等が、地域で安心して療

養できるよう、保健・医療・福祉・教育・介護等の関係機関と連携し、小児等の在

宅療養を支える体制の構築を図る。 

    ウ 在宅における看取りの支援 

（ア）在宅医療を担う医師等地域医療関係者が適切に在宅死等に対応できるよう、法医

学の知識、技術を習得するための研修を行い、資質の向上を図る。 

（イ）「死因究明等推進協議会」を開催し、死因究明等の実情の把握、課題の抽出と対

応策等について協議する。 

エ アドバンス・ケア・プランニングの普及 
    人生の最終段階にある患者に本人の意思を尊重した医療･ケアが提供されるよう、

将来受けたい医療等について事前に本人・家族、医療・介護関係者等が繰り返し話し
合い、共有するプロセスであるアドバンス・ケア・プランニング(ＡＣＰ)の普及啓発
に取り組む。 

 

４ 医師及び看護職員の確保 

（１）医師確保総合対策 

地域医療の多様なニーズに応えられる幅広い能力を身に付けた医師の確保・育成、医

師の偏在の是正、女性医師が子育てしながら働き続けやすい環境づくりを目指した総合

対策を推進する。 
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◯人口 10 万人当たり医療施設従事医師数・内科医数、15 歳未満人口１万人当たり小児

   科医数及び出産数 1,000 人当たり産婦人科医数（単位：人）令和４年 12 月末現在） 

 県南東部 県南西部 高梁･新見 真庭 津山･英田 県計 全国 

医療施設従事医師数 371.0 311.2 152.8 178.5 215.2 324.0 262.1 

 

 

 

内科医 131.7 116.6 71.8 100.0 100.5 120.8 96.6 

小児科医 15.5 13.4 12.8 4.3 11.5 14.1 12.3 

産婦人科医 16.9 12.5 15.1 8.9 9.4 14.4 15.1 

 (資料：厚生労働省｢令和４年医師・歯科医師・薬剤師統計｣、総務省「人口推計」(令和４年 10 月１日)、岡山

県毎月流動人口調査（令和４年 10 月１日現在）) 

 

◯県内の年層別・性別医療施設従事医師数及び割合（単位：人）（令和４年 12 月末現在） 

 

 

20-30 歳代 40-50 歳代 60 歳以上 計 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

男 1,327 69.1% 1,690 75.6% 1,659 88.3% 4,676 77.5% 

女 593 30.9% 544 24.4% 219 11.7% 1,356 22.5% 

計 1,920 100.0% 2,234 100.0% 1,878 100.0% 6,032 100.0% 

   （資料：厚生労働省｢令和４年医師・歯科医師・薬剤師統計｣) 

 

ア 大学と連携した医師の確保・育成 

（ア）岡山大学及び広島大学の医学部医学科地域枠に入学した学生に奨学資金（医師 

   免許取得後９年間を知事指定医療機関で診療に従事した場合は返還免除）を貸与 

   し、将来、県内の医師不足地域の医療機関で診療に従事する医師を確保する。 

 

○地域枠学生及び地域枠卒業医師の状況  （単位：人）（令和６年４月１日現在） 

 
地域枠学生(30) 

地域枠卒業医師(57) 

計 臨床 

研修 

後期 

研修 

地域 

勤務 

その

他 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 

岡山大学 4 4 4 4 4 5 11 10 22 1 69 

広島大学 0 0 0 1 0 4 1 6 6 0 18 

計 4 4 4 5 4 9 12 16 28 1 87 

        （参考）入学募集人員 岡山大学（H21:5 人、H22～H29:7 人、H30～ R6:4 人） 

広島大学（H21:0 人、H22～H29:2 人、H30～H31:2 人） 

（イ）岡山大学に県の寄附金による「地域医療人材育成講座」を設置し、医師不足地

域で地域医療を担う意欲と必要な診療能力を有する医師の育成等を行う。 

（ウ）川崎医科大学に県の寄附金による「救急総合診療医学講座」を設置し、中山間

地域において幅広い診療分野の救急医療に対応できる医師の育成を行う。 

 
イ 地域医療支援センターを中心とした医師確保対策 

（ア）地域枠卒業医師が勤務する病院を、地域医療支援センターが作成した選定方法
による評価上位の病院の中から、医師本人とのマッチングにより決定する。 

（イ）県内の医療関係者によるワークショップや、地域枠学生・自治医科大学生合同
セミナーを開催するなどして、地域枠卒業医師のキャリア形成支援等を行う。 

（ウ）地域の医療機関を訪問し、医師の勤務環境等について意見交換を行い、地域枠
卒業医師の受入体制の改善などを要請する。 

（エ）県内の臨床研修病院がお互いの連携を強化し、より多くの研修医に充実した臨
床研修を県内の病院で受けてもらえるような取組を進める。 
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ウ 産科医、小児科医の確保 

産婦人科医である地域枠医師の津山中央病院への配置や、産科医の分娩手当を支 

 給する医療機関の支援、地域の内科医等を対象にした小児救急医療の研修等を行う。 

エ 女性医師が子育てしながら働き続けやすい環境づくり 

岡山大学と県医師会に委託して、女性医師の離職防止と再就業を促進するための

   相談、研修、医療機関への啓発等を行う。 

    

（２）看護職員の養成確保と資質向上 

医療技術の進歩、患者の高齢化・重症化、在宅医療の推進等により看護職員の役割がます

ます重要になっている状況を踏まえ、看護職員の計画的、安定的な確保を図る必要がある。 

 そのため、職場定着対策の更なる推進や、離職時のナースセンターへの届出制度等による

再就業の促進、養成力の強化、看護職員の資質向上、地域偏在への対応、看護の心・看護

の魅力の啓発など、総合的な看護職員確保対策に取り組む。  

 

○看護職員就業者数（単位：人）              （各年 12 月末現在） 

○保健師就業者数（単位：人）               （各年 12 月末現在） 

○助産師就業者数（単位：人）               （各年 12 月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分

年

平成30 1,018 53.6 539 28.4 23,523 1,238.2 4,510 237.4 29,590 1,557.6

令和 2 1,069 56.8 553 29.4 24,240 1,287.7 4,151 220.5 30,013 1,594.4

令和 4 1,159 62.2 560 30.1 24,654 1,324.1 3,641 195.5 30,014 1,611.9

人　口
10万対

人　口
10万対

人　口
10万対

人　口
10万対

保健師 助産師 看護師 准看護師

数 数 数 数
計

人　口
10万対

区分

年

平成30 1,018(18) 　 29(1) 　313(4) 421(11) 　126(2) 40 89

令和 2 1,069(25) 29 　295(6) 477(10) 　131(3) 45 　 92(6)

令和 4 1,159(29) 25 　350(5) 487(13) 　141(3) 52(1) 　104(7)

総　数
看護師等学
校養成所

県･保健所 市町村
病　院
診療所

事業所 その他

区分

年

平成30 539 34 8 333 128 29 20 9 　　　- 7

令和 2 553 36 8 333 125 42 27 13 2 9

令和 4 560 31 16 342 125 32 23 9 　　　- 14

その他出張のみ
による者

助産所

計 開設者 従業者
総数

看護師等
学校養成

所

県・保健
所

病　院 診療所

-30-



医療推進課 

 

○看護師、准看護師就業者数（単位：人）          （各年 12 月末現在） 

○二次保健医療圏の 50 歳未満の看護職員の構成割合 （各年 12 月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 看護職員確保対策の推進 
（ア） 看護の心・看護の魅力の普及啓発 

「病院の日・看護の日」及び「看護週間」をはじめ、小中高校生を対象とした
出前講座、県内医療施設のガイドブックの作成等により、看護の心、看護の魅力
など看護についての理解を深めるとともに、看護職を目指す人を増やし、魅力ある
職場づくりによる看護職員の確保、未就業者の再就業を目的に普及啓発活動を行う。 

（イ） 養成力の強化 
看護師等養成所が、指定規則や運営に関するガイドラインを遵守するよう、指導

を行う。さらに、看護師等養成所の運営費補助、看護教員及び実習指導者の研修等
を通して、医療の進歩に対応できる知識・技術を備えた質の高い看護職員の養成を
支援し、県内就業促進を図る。 

（ウ） 職場定着の推進 
看護職員が働き続けることができるよう、乳幼児を有する看護職員のため病院

等が設置する保育施設への助成や、就労環境改善研修事業を行うなど、看護職員
の職場定着を促進する。また、早期の離職を防止するため、新人看護職員研修を行
う医療機関への助成や研修責任者等を対象とした研修会を実施する。 

（エ） 再就業の促進 
ナースセンター事業として、就業に関する相談・指導、看護技術講習会及び

訪問看護師養成講習会等を開催するとともに、潜在化防止を目的とした離職時
のナースセンターへの届出制度や、ハローワーク等と連携した求人求職相談業
務等を充実することにより未就業看護職員の再就業の促進を図る。 

 

区分

年

平成30 看護師 23,523 426 38 16,769 2,981 814 2,036 459

(1,400) (22) (1,265) (22) (24) (58) (9)

准看護師 4,510 　 - 5 1,487 1,427 52 1,397 142

(163) (87) (21) (1) (43)

令和 2 24,240 423 54 16,973 3,110 949 2,098 633

(1,558) (27) (1,402) (22) (39) (57) (11)

4,151 　 - - 1,265 1,323 54 1,311 198

(144) (76) (20) (2) (36) (10)

令和 4 24,654 387 75 16,908 3,213 1,079 2,206 786

(1,610) (30) (1,387) (30) (72) (79) (12)

3,641 　 - - 1,072 1,131 45 1,169 224

(130) (65) (16) (4) (36) (9)

看護師

准看護師

看・准別 総　　数
看護師等

学校養成所
県・保健

所
病　　院 診療所

訪問看護
ステー
ション

介護保険
施設等

看護師

准看護師

その他

　医療圏

年
平成28 69.2 69.6 41.0 53.0 60.9

平成30 67.6 67.7 40.9 52.8 58.9

令和 2 66.8 65.5 41.1 52.5 57.5

令和 4 66.0 64.0 42.1 50.1 57.0
（注）・保健師助産師看護師法第33条の規定に基づく業務従事者届による。
　　　・人口は、「都道府県別推計総人口」、「岡山県毎月流動人口調査」による。
　　　・（　）内数字は、男性再掲

県南東部 県南西部 高梁・新見 真　庭 津山・英田
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（オ） 資質向上 

医療の高度化、在宅医療の推進等へ対応できる看護職員の育成、確保のため、訪

問看護推進事業や他施設への出向による研修、専門性の高い看護師の養成支援等、

生涯にわたる各種研修を体系的に実施する。 

（カ）地域偏在への対応 

若い世代の看護職員の割合が著しく低い二次保健医療圏において、新たに採用する

看護職員へ 就職準備金を支給する病院等への支援や、中山間地域への看護職員確保の

ための体制づくりを進め、将来にわたり安心して医療を受けられる体制整備を行う。 

 

イ 衛生関係従事者試験免許                 

     准看護師試験を法令に基づいて実施する。 

 

５ 安全・安心な医療の提供 

（１）医療機関等の指導検査 

県内の病院及び診療所に対して、適正な医療を行う場となるよう、医療従事者の確保、構

造設備、管理体制等について、立入検査等により指導を行う。 

また、県内の 12 衛生検査所（令和６年４月１日現在）に対し、検査精度の向上を図るため、

岡山市及び倉敷市と連携して立入検査及び精度管理調査を実施する。 

 

（２）医療安全相談の実施 

     岡山県医療安全支援センター及び各保健所の相談窓口において、県民からの相談に応じる。 

 

（３）医師の働き方改革への対応 

    令和６年４月から「医師の働き方改革」関連法が本格施行となり、医師の時間外労働の

上限規制等の適用が開始された。医師の働き方改革は、医師の健康を守り、医療の質・安

全を確保する上で重要であることから、医療勤務環境改善支援センターや労働局等と連携

しながら、医療機関への啓発や、労働時間短縮に向けた助言、指導等を行う。 

    また、地域医療確保のためにやむを得ず時間外労働の上限を特例水準に引き上げる必

要がある医療機関については「特定労務管理対象機関」の指定を行うなど、法施行によ

り医療提供体制の維持が困難とならないよう、必要な取組を行う。 

 

６ 医療費適正化の推進 

急速な少子化と超高齢社会を迎える中、現在の国民皆保険制度を堅持し、生活の質の維

持及び向上を図りつつ、今後の医療費が過度に増大しないようにしていくとともに、良質

かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていく必要がある。 

このため、令和６年度に策定した「第４期医療費適正化計画」（令和６～令和 11 年度）

に盛り込んだ「県民の健康の保持」と「医療の効率的な提供」に資する施策を総合的に推

進する。 

 

７ 保健統計 

  人口動態調査や国民生活基礎調査、医療施設調査等を実施する。なお、令和６年度に予定

している主な調査は次のとおり。 

   毎月：人口動態調査、医療施設動態調査、病院報告 

    ５月：衛生行政報告例（令和５年度報告） 

    ６月：国民生活基礎調査（世帯票）、地域保健・健康増進事業報告（令和５年度報告） 

７月：社会保障・人口問題基本調査 
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《 健康推進課》  

 

１  健康づく り の推進 

本県の健康増進計画であ る 「 第３ 次健康おかやま ２ １ 」 に基づき 、 個人の行動と 健康状

態の改善のた め、 バラ ン ス のと れた 食生活や運動習慣の定着な ど 生活習慣の改善を 図る 取

組を 行う と と も に、 がん、 糖尿病な ど 主要な 生活習慣病の予防に取り 組む。 ま た 、 社会環

境の質の向上を 図り 、 すべて の県民が生き る 喜びを 感じ ら れる 長寿社会の実現を 目指す。  

 

（ １ ） 健康づく り 対策 

ア  第３ 次健康おかやま ２ １ 推進事業 
（ ア ） 第３ 次健康おかやま ２ １ の推進 

「 第３ 次健康おかやま ２ １ 」 を 県民運動と し て 展開する た め、 幅広い関係機関・

団体等で構成する 「 健康おかやま ２ １ 推進会議」 を 中心に、 県民の健康づく り の取

組を 推進する 。  

（ イ ） おかやま 健康づく り ア ワ ード  

９ 月のおかやま 健康づく り 月間にあ わせ、 職場や地域で健康づく り 活動に積極的

に取り 組む団体の表彰やシ ン ポ ジ ウ ム な ど を 実施し 、 県民や企業な ど が健康づく り

に積極的に取り 組む気運の醸成を 図り 、 多様な 担い手によ る 健康づく り に向け た 県

民運動を 展開する 。  

（ ウ ） 健康生活環境整備事業 

県民の健康づく り を 支援する た め、 「 敷地内全面禁煙実施施設認定事業」 等によ

り 、 受動喫煙のな い環境整備に取り 組む。 ま た 、 自身の健康に対する 関心の程度に

か か わら ず、 自然に 健康的な 行動を と る こ と がで き る 食環境づく り を 目指し て 、

「 おかやま から だ晴れ食サポ ート 事業」 を 実施する 。  

・ 敷地内全面禁煙認定施設 1, 111施設（ 令和６ 年３ 月末時点）   

イ  受動喫煙防止対策の推進（ 望ま な い受動喫煙のな い岡山推進事業）  

    受動喫煙の防止について は、 改正健康増進法及び岡山県受動喫煙防止条例の周知徹

底を 図る と と も に、 喫煙年齢を 迎え る 若者な ど に向け た 啓発資材を 活用し 望ま な い受

動喫煙のな い岡山の実現を 目指す。  
（ ア ） 受動喫煙防止セミ ナー事業 

     受動喫煙対策の重要性や改正健康増進法及び岡山県受動喫煙防止条例に定めら れ

た 受動喫煙防止対策について 周知を 図る た め、 県民・ 事業者等を 対象にし た 講演会

を 開催する 。  

（ イ ） 受動喫煙対策促進事業 

施設の受動喫煙対策が効果的に行え る よ う 、 禁煙宣言施設の募集、 新入社員やこ

れから 社会に出て 行く 高校生・ 大学生を 対象にし た 啓発資材の作成によ り 、 県民・

事業者の望ま な い受動喫煙防止の取組を 推進する 。  

・ 禁煙宣言施設       919 施設（ 令和６ 年３ 月末時点）  

ウ  禁煙（ 喫煙防止） 対策の推進（ 禁煙支援促進等事業）  

（ ア ） 若者等への禁煙環境整備事業 

高校生や喫煙可能年齢と な る 大学生等を 対象にた ばこ の害等に関する 講義を 行う

と と も に、 啓発資材を 作成・ 配布する 。  

  （ イ ） COPD（ 慢性閉塞性肺疾患） 重症化予防研修事業 

     かかり つけ 医等へ COPD に関する 研修を 実施し 、 かかり つけ 医等から の注意喚起

を 促進する こ と によ り 、 COPD の早期発見や重症化予防と と も に、 禁煙促進や喫煙

抑制を 図る 。  

エ ア ルコ ール健康障害対策事業  
令和４ 年度に策定（ 令和５ 年度一部改定） し た 「 第２ 期岡山県ア ルコ ール健康障害

対策推進計画」 に基づき 、 飲酒に伴う リ ス ク に関する 正し い知識を 持ち 、 将来にわた

っ て の健康の保持増進ができ る よ う 普及啓発に取り 組むと と も に、 ア ルコ ール健康障

害を 有する 者及びそ の家族が円滑な 生活を 営むこ と ができ る よ う 、 適切な 支援につな

がる 仕組みを 確保する 。  
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オ 糖尿病予防戦略事業 

糖尿病等の生活習慣病発症予防のた めには、 働き 盛り 世代全体へのア プロ ーチが重

要であ る こ と から 、 市町村や職域な ど での健康教室や講演会、 研修会等を 通じ た 啓発

活動を 推進する 。 ま た 、 健康づく り ボ ラ ン テ ィ ア と 連携し て 、 糖尿病に関する 正し い

知識の普及と 健診の重要性について 普及啓発を 行う 。  

カ  生活習慣病等対策推進事業 

第３ 次健康おかやま ２ １ 、 岡山県保健医療計画等に基づき 、 県、 市町村、 医療機関、

大学、 企業等が一体と な り 生活習慣病対策を 推進する 。  

    キ   健康づく り 施設の運営 

    （ ア ） 岡山県南部健康づく り セン タ ー 

保健所、 市町村の健康づく り 事業の支援や障害者等に対する 健康増進施設機能を

維持する た め、 指定管理者（ ( 公財) 岡山県健康づく り 財団） によ り 岡山県南部健康

づく り セ ン タ ーを 運営する 。  

（ イ ） 「 健康の森」 の管理                         

ふる さ と の自然に親し みな がら 、 心身の健康づく り を 実現でき る 空間と し て 、 施

設の維持管理及び利用促進を 図る 。  

 

（ ２ ） 健康増進事業の推進 

健康増進法に基づき 市町村が実施する 健康増進事業に対し て 、 市町村が事業を 効果的、

効率的に実施でき る よ う 支援する 。  

 

（ ３ ） 食育の推進 

  ア  栄養改善対策 

市町村は一般的な 栄養指導業務を 、 県は給食施設等に対する 指導や専門的知識を 要

する 栄養相談業務、 国民健康・ 栄養調査等を 行う と と も に、 市町村の栄養指導業務が

効果的に行われる よ う 支援を 行う 。  

イ  食育ネ ク ス ト ス テ ージ プロ ジ ェ ク ト  

県民一人ひと り が自ら 健全な 食生活を 実践でき る よ う 、 「 岡山県食の安全・ 食育推

進計画」 に基づき 、 食育活動を 行う 。 県の食育の課題であ る 減塩や野菜摂取量の増加、

さ ら には、 朝食を 毎日食べる 小中学生の割合の増加等に向けて 、 家庭や学校、 地域、

ボ ラ ン テ ィ ア 等と 連携し 、 地域の特性に応じ た 活動を 展開する 。  

  

（ ４ ） 地域職域連携の推進 

がん検診、 特定健診・ 特定保健指導等の生活習慣病対策について 、 地域と 職域が連携

し て 取り 組むた め、 健康おかやま ２ １ 推進会議において 、 情報交換や協働し た 活動につ

いて 協議する 。  

 
（ ５ ） 保険者によ る 特定健診・ 特定保健指導への支援 

平成 20 年度から 生活習慣病の予防と し て 、 メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド ロ ーム （ 内臓脂肪症

候群） に着目し た 特定健診・ 特定保健指導が医療保険者に義務づけ ら れた こ と から 、 保

険者協議会と 連携を 図り 、 医療保険者に対し て 受診し やすい環境整備や各種媒体を 通じ

た 広報な ど 受診率の向上に向け て 支援を 行う 。  

 

（ ６ ） 国保ヘルス ア ッ プ支援事業 

平成 30 年 度か ら 、 県は 国民 健康保 険 の 財政 運営の 責 任 主体と し て 、 市 町 村と と

も に 保 険 者 と し て の 役 割 を 担 っ て い る こ と か ら 、 保 健 事 業 を 含 む 医 療 費 適 正 化 に

向 け た 取 組 を 推 進 す る た め 、 糖 尿 病 性 腎 症 重 症 化 予 防 研 修 会 等 を 開 催 し 、 現 状 の

把握や市 町村好事 例の 横 展 開、 市 町村に 対 す る 指導 ・ 助言等 を 行う 。  
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２  母子保健の推進 
国の「 健やか親子２ １ （ 第２ 次） 」 に基づき 策定し た 本県の母子保健計画（ 令和２ 年

度を 始期と する 「 岡山いき いき 子ど も プラ ン ２ ０ ２ ０ 」 内に含ま れる 。 ） を 推進し て き
た が 、 今般、 国は 「 成育医療等の 提供に関する 施策の総合的な 推進に 関する 基本的な
方針」 を 改定し 、 「 健やか親子２ １ 」 について 、 成育医療等基本方針に基づく 国民運動
に位置づけ を 整理し た 。 こ れを 受け 、 本県の 母子保健計画に つい て 「 第９ 次保健医療
計画」 を 成育医療等基本方針に基づく 計画に 位置づけ 、 母子に 対する 切れ目の な い支
援体制の構築を 目指し 推進し て いく 。  

 

（ １ ）  思春期から の健康づく り 支援の充実 
 中高生等の若い世代へ、 妊孕性( にんよ う せい) を はじ めと し た 妊娠、 出産に関する 正

し い知識やプレ コ ン セプシ ョ ン ケ ア を 普及する た めの啓発活動を 行う 。  

ま た 、 思春期の子ど も た ち が命や健康の大切さ を 実感し 、 様々な 思春期の健康問題に

対応し て いく ス キ ルを 身につけ る た め、 赤ち ゃ んふれあ い感動！体験事業や研修会等を

実施する 。  

 

（ ２ ） 満足度の高い妊娠・ 出産・ 育児への支援 

ア  相談体制の整備 

岡山大学病院におかやま 妊娠・ 出産サポート セン タ ーを 設置し 、 妊娠や出産を はじ

めと する 幅広い世代の女性の心と 身体に関する 相談に対応する 。  

イ  市町村母子保健活動の支援 

各市町村の行う 母子保健事業等について 評価を 行い、 市町村が母子保健に関する 課

題に対し 効率的、 効果的に事業を 実施でき る よ う 支援する と と も に、 妊娠中から のハ

イ リ ス ク 妊産婦への支援等が適切に実施でき る よ う 支援する 。  

ま た 、 複雑多様化する ニ ーズ に対応し 、 よ り 充実し た 母子保健サービ ス を 提供する

た め、 複雑困難事例に共に対応する 等、 市町村の母子保健活動の支援を 行う 。  

ウ  妊娠期から の切れ目のな い母子支援 

妊娠届出等を 行っ た 妊婦等に対する 経済的支援及び伴走型相談支援を 行う 市町村を

支援する と と も に、 市町村が実施する 妊婦健診や産婦健診（ 産後う つ病のス ク リ ーニ
ン グ 検査を 含む。 ） の受診後、 心に不安を 抱え る 妊産婦が、 円滑に適切な 支援、 治療

を 受け ら れる よ う 、 産科・ 精神科・ 小児科の医師や市町村等によ る 全県ネ ッ ト ワ ーク

によ り 、 妊娠期から 子育て 期ま での切れ目のな い支援を 行う 。  

エ 不妊治療対策 

岡山大学病院に不妊専門相談セ ン タ ーを 設置し 、 不妊・ 不育に関する 医学的、 精神

的な 相談に対応する 。 ま た 、 先進医療と し て 実施さ れた 不育症検査費用の一部を 助成

し 、 経済的負担の軽減を 図る 。  

 

（ ３ ） 子ど も の健やかな 育ち への支援 

ア  乳幼児の先天性疾病予防対策 

乳幼児の心身の異常を 早期に発見し 、 早期治療によ る 心身障害の予防を 行う た め、

25 疾患を 対象に先天性代謝異常等検査を 実施する 。  

ま た 、 市町村が実施する 自動聴性脳幹反応（ 自動Ａ Ｂ Ｒ ） によ る 新生児聴覚検査事

業が適切に実施でき る よ う 研修等を 行う と と も に、 新生児聴覚検査事業推進協議会を

開催する 等、 精度管理に努める 。  

イ  子ど も の健やか発達支援 

市町村が実施する 乳幼児健康診査や保健所で把握し た 障害児又はそ の疑いのあ る 子

ど も の発育・ 発達等について 、 小児科医、 児童精神科医によ る 「 子ど も の発達支援相

談」 を 実施し 、 育児困難感等があ る 親を 対象に、 育児不安の軽減や育児能力を 高める
た めの支援を 行う 。  

ま た、 発育・ 発達に問題があ る 子ど も や虐待のリ ス ク のあ る 家庭の地域支援について、

市町村、 医療機関、 福祉関係機関等と 連携し 、 支援方法を 検討する と と も に、 関係職

員の資質向上のた めの研修等に取り 組む。  
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ウ  小児医療対策 
市町村が実施する 小児医療費助成事業について 補助を 行う 。 助成対象年齢は、 通院

が義務教育就学前ま で、 入院が小学校６ 年生ま でであ る 。  

エ 子ど も の心の問題への対応 

発達障害等様々な 子ど も の心の問題や被虐待児の心のケ ア 等に対応する た め、 診療 

拠点病院を 整備し 、 拠点病院を 中心と し た 保健・ 医療・ 福祉・ 教育・ 司法等の各機関

が連携し た 支援体制ネ ッ ト ワ ーク の構築を 図る 。  

 

３  生涯を 通じ た 歯の健康づく り の推進 

歯と 口の健康の維持・ 増進は、 豊かな 人生を 送る 上で欠かせな いこ と から 、 「 岡山県民

の歯と 口の健康づく り 条例」 及び「 歯科口腔保健の推進に関する 法律」 に基づいて令和６ 年

３ 月に策定し た「 第３ 次岡山県歯科保健推進計画」 によ り 、 関係機関等と 連携し 、 生涯を 通

じ た 歯の健康づく り を 推進する 。  

 

（ １ ）  「 第３ 次 岡山 県歯 科 保健推 進 計画 」 歯科保健の推進体制 

岡山県歯科保健対策協議会において 、 全県的な 歯科保健施策について の協議を 行い、

１ ２ ０ １ （ イ チニ イ マ ルイ チ） 運動及び８ ０ ２ ０ （ ハチマ ルニ イ マ ル） 運動に取り 組み、

「 第３ 次岡山県歯科保健推進計画」 を 推進する 。  

 
（ ２ ） 歯科保健医療の推進 

   ア   子ど も の歯の健康づく り 支援事業 

むし 歯に罹患し やすい６ 歳臼歯を 中心にむし 歯・ 歯周病を 予防する こ と は､将来の

８ ０ ２ ０ の達成につな がる た め、 学校園等に歯科衛生士を 派遣し 、 子ど も た ち に歯磨

き 指導を 行い、 教職員等と 連携し て 、 むし 歯・ 歯周病予防施策を 実施する 。 ま た 、 む

し 歯予防効果が高く 、 安全性が保た れ、 かつ公衆衛生的手法と し て 最適な 集団フ ッ 化

物洗口を 実施する 。  

  イ  ８ ０ ２ ０ 健康長寿社会づく り 推進事業 

歯科疾患を 予防し 、 歯の喪失を 防止する こ と で、 高齢期にな っ て も 何でも おいし く

食べら れ、 ひいて は生き がいにも つな がる 。 こ のた め、 市町村等と 連携し た 歯科保健

施策に取り 組む。  

  ウ  母子歯科保健の充実 

妊娠期から 歯と 口の健康づく り に関する 施策を 実施する 市町村を 支援する 。  

    エ 在宅歯科医療体制の充実 

在宅療養者等が在宅で歯科治療が受け ら れる よ う 、 歯科往診サポ ート セン タ ーを 設

置し 、 在宅療養者と そ の家族、 医科・ 介護職等から の歯科往診の要望に対し て 歯科医

師の派遣調整のほか、 県民から の口腔ケ ア 等の相談に応じ る と と も に、 歯科往診につ

いて 普及啓発活動を 行う 。  

 
４  精神保健福祉施策の推進 

適正な 精神医療の確保と 精神障害のあ る 人の自立・ 社会参加の促進を 図る 。 特に、 令和

６ 年３ 月に策定の「 第９ 次岡山県保健医療計画」 及び令和６ 年３ 月策定の「 第５ 期岡山県

障害者計画」 （ 第７ 期岡山県障害福祉計画を 含む。 ） に基づいて 、 精神科病院から の地域

移行を 促進する と と も に、 地域における 精神科医療連携体制と 生活支援体制の充実を 図る 。  

 

（ １ ） 啓発活動及び地域精神保健福祉施策 

ア  普及啓発事業 

「 精神保健福祉普及運動週間」 を 中心に正し い精神保健知識の普及を 図り 、 県民の

心の健康の保持増進に努める 。  

イ  精神保健相談 

保健所において 、 精神科医師等によ る 精神保健相談を 行う 。 ま た 、 県精神保健福祉

セン タ ーにおいて 、 ア ルコ ール・ 薬物・ ギ ャ ン ブル等の依存症に関する 相談に応じ る

と と も に、 自殺、 ひき こ も り 、 こ こ ろ の電話相談を 行う 。  
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ウ  高次脳機能障害及びその関連障害に対する 支援事業 
高次脳機能障害及びそ の関連障害のあ る 人への理解の促進と 支援の普及を 図る た め、

支援拠点機関に相談コ ーディ ネ ータ ーを 配置し て 専門的相談や生活上の支援を 行う と

と も に、 自治体及び医療機関の職員に対する 研修等を 実施する 。  

エ 自殺対策推進事業 

令和３ 年３ 月に策定し た 「 第３ 次岡山県自殺対策基本計画」 に基づき 、 岡山県自殺

対策連絡協議会を 開催し 、 他機関と も 連携し た 効果的な 自殺対策を 検討する と と も に、

県自殺対策推進セン タ ーによ る 保健所と 連携し た 市町村への支援や、 自殺未遂歴があ

る な ど 市町村では対応困難な 事例に早期に対応する 「 子ど も ・ 若者対応ア ウ ト リ ーチ

チーム 」 の設置、 関係機関職員や県民への研修及び普及啓発活動等を 実施する 。  

さ ら に、 県及び市町村で地域の実情に応じ た 地域自殺対策強化事業を 実施する 。  

 

（ ２ ） 精神障害にも 対応し た 地域包括ケ ア シ ス テ ム の構築 

ア  精神障害者地域移行・ 地域定着支援事業 

精神科病院に入院し て いる 退院可能な 精神障害のあ る 人に対し 、 本人の意向を 尊重

し な がら 、 関係機関が連携し 、 地域生活への円滑な 移行及び安定し た 地域生活の実現

を 図る と と も に、 精神障害者を 含む精神保健に課題があ る 人た ち が地域で本人ら し い

暮ら し ができ る よ う に地域生活支援体制を 構築する 。  

イ  岡山県全世代型ア ウ ト リ ーチ事業 
精神医療が必要と 思われる が、 受診困難や受診拒否によ り 日常生活上の危機が生じ て

いる 人を 対象に、 医師・ 保健師・ 精神保健福祉士等多職種の専門職で構成する チーム を

県精神保健福祉セン タ ーと 一部の精神科病院に整備し 、 市町村や保健所等地域の支援者

と の連携のも と 、 子ど も ・ 若者世代を 含めた 対象者の状況に応じ て 、 訪問等必要な支援

を 行う 。  

ま た 、 対象への支援を 通じ て 保健・ 医療・ 福祉の連携によ る 重層的な 支援体制の構

築を 図る 。  

ウ  地域移行促進セン タ ー事業 

精神障害のあ る 人から の相談に応じ 、 必要な 援助及び助言を 行う た め、 24 時間電

話相談及びホ ス テ ル事業を 実施し 、 地域生活を 維持･継続する ために必要な 援助を 行う 。  

エ ひき こ も り 予防支援事業 

ひき こ も り 対策の拠点と し て 県精神保健福祉セン タ ー内に設置し た ひき こ も り 地域支

援セン タ ーと 保健所等関係機関が緊密な連携を 図り ながら 、 本人や家族の状態に応じ た

相談支援の充実を 図る と と も に、 市町村等のひき こ も り 支援関係機関の取組を 支援する 。  

ま た 、 ひき こ も り の予防や支援のた め、 本人や家族等と の座談会や地域の関係機関

によ る 連絡会議を 開催する と と も に、 社会復帰への足がかり と な る よ う 、 居場所を 提

供する 。  

  オ 入院患者社会復帰促進事業 

    精神科病院入院患者の社会復帰促進のた め、 住居確保を 支援する 居住支援法人が医
療機関と の連携によ り 住居確保の支援を 行い住居確保が実現し た 場合に、 定額を 支援

する 。  

ま た 、 物件を 所有する 不動産関連事業者を 対象と し た セミ ナーを 新た に実施し 、 精

神障害に対する 正し い知識の普及と 理解の促進を 図り 、 住居の確保につな げる 。  

  カ  早期退院促進事業 

    岡山県内（ 岡山市を 除く 。 ） の精神科病院の入院者のう ち 、 特に入院中の精神科病

院外の者と の交流が途絶え やすく な る こ と が想定さ れる 者から の希望に基づき 、 訪問

支援員が精神科病院へ訪問し 、 入院者の気持ち や体験を 丁寧に聴く と と も に、 入院中

の生活に関する 一般的な 相談や必要な 情報提供を 行う こ と で、 入院者の孤独感や自尊

心低下を 解消する こ と によ り 、 円滑な 治療を 促し 、 患者の早期退院につな げる 。  
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（ ３ ） 医療及び保護対策 

ア  入院医療制度                        

県内の精神科病院は、 14 病院、 2, 443 床（ 令和６ 年４ 月１ 日現在。 岡山市を 除く 。 ）

と な っ て いる が、 入院患者の人権に配慮し た 適切な 医療が提供さ れる よ う 、 こ れら の

病院に対し て 実地指導・ 実地審査を 実施する と と も に、 精神医療審査会において 、 病

院から 提出さ れる 定期病状報告書等及び入院患者等から の退院等請求に基づき 入院の

必要性や処遇を 審査し 、 必要な 指導等を 行う 。   

イ  自立支援医療費（ 精神通院医療） 公費負担制度 

精神障害の適正な 医療の普及を 図る た め、 通院医療に要する 費用について 、 障害者

総合支援法に基づき 、 その費用の原則９ 割を 医療保険と 公費で負担する 。 な お、 自己

負担について は、 所得区分等に応じ 、 軽減措置が設け ら れて いる 。  

ウ  精神科救急医療シ ス テ ム  

休日・ 夜間に精神障害のあ る 人が緊急な 対応を 必要と する 場合に、 精神科救急情報

セン タ ーにおいて 、 相談・ 情報提供や応急入院指定病院等と の連絡調整を 行う ほか、

病院群輪番制によ る 休日・ 夜間の診療体制によ り 、 迅速かつ適切な 医療を 提供する 。  

  エ 医療費助成制度 

    精神障害のあ る 人が、 身近な 地域で自分ら し く 暮ら し て いける 仕組みづく り の一方

策と し て 、 「 県心身障害者医療費公費負担制度」 に精神障害を 対象と する 枠組みを 追

加し 、 令和７ 年４ 月（ 予定） から の制度実施を 目指す。  
  オ 専門医療提供体制均て ん化検討事業 

    児童思春期精神科医療や従来の治療では効果が乏し い難治性精神疾患治療な ど の専

門医療の適切な 受診機会の確保に向け て 、 医療機関同士の連携の在り 方な ど も 含め、

調査検討を 進める 。  

 

（ ４ ） 県精神保健福祉セン タ ー（ メ ン タ ルセン タ ー岡山）  

精神保健及び精神障害者の福祉に関する 総合的技術セ ン タ ーと し て 、 地域の精神保健

福祉におけ る 活動推進の中核的な 機能を 担っ て いる 。  

ま た 、 住民の精神的健康の保持増進、 精神障害の予防、 適切な 精神医療の推進、 地域

生活支援の促進、 自立と 社会経済活動への参加の促進のた めの援助等を 行っ て いる 。  

 さ ら に、 市町村及び市町村を 支援する 保健所と 協働し 、 精神障害者等のニ ーズ や地域

の課題を 把握し た 上で、 障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する 重層的

な 連携によ る 支援体制の構築に向け 、 各業務を 総合的に推進する 。  

 

（ ５ ） 地方独立行政法人岡山県精神科医療セン タ ー 

平成 19 年度に地方独立行政法人化し て 以来、 精神科救急医療、 児童・ 思春期精神科

医療、 薬物等依存症医療、 司法精神科医療な ど 、 高度で専門的な 政策的医療に積極的に

取り 組んでいる 。 ま た 、 災害 発 生時に は 、 災害 拠点 精神科 病 院 と し て 県 内の 精 神科

医療を 維 持する こ と と し て い る 。  
令和４ 年度から の第４ 期中期計画において は、 県の精神科医療の中核病院と し て 、 よ

り 治療効果の高い先進的な 医療を 提供する と と も に、 24 時間 365 日断ら な い精神科救急

の実施な ど 、 公的病院と し て 求めら れる 医療を 推進する ほか、 新た な 感染症発生時には、

精神疾患を 有する 感染者の受け 入れを 行う な ど 、 県の要請に積極的に対応する こ と と し

て いる 。  
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５   地域におけ る 健康づく り の推進 

（ １ ） 健康づく り 地区組織の育成・ 強化 

ア  岡山県愛育委員連合会（ 愛育委員）  

愛育委員は、 すこ やか育児の推進等母子保健を 中心に、 生活習慣病・ 感染症等の予

防、 歯科保健、 思春期保健、 精神保健、 献血活動、 禁煙運動の推進等、 住民の生涯に

わた る 健康づく り を 目指し て 、 地域の健康づく り ボ ラ ン テ ィ ア と し て 活動し て いる 。  

 

イ  岡山県栄養改善協議会（ 栄養委員）                    

栄養委員は市町村が実施する 栄養教室を 修了し た 地域のボ ラ ン テ ィ ア で、 「 私達の

健康は私達の手で～のばそ う 健康寿命 つな ご う 郷土の食～」 を ス ロ ーガ ン に、 食事、

運動、 休養等の面から 地域の健康づく り を 支え る 活動を 行っ て いる 。  
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《 疾病感染症対策課》  
 

１  感染症対策の推進 

岡山県感染症予防計画に基づき 、 感染症発生動向調査の体制を 整備し 、 情報発信機能を 強化す
る など 、 正し い知識の普及啓発や医療体制の整備等を通じ て、 普段から 感染症の発生及びま ん延

を防止し ていく こ と に重点を 置いた事前対応型の施策を感染症対策委員会等と 連携し て実施する

と と も に、 感染症発生時には、 県民の健康を守る ための健康危機管理の観点に立った迅速かつ的

確な対応を行う 。  

肝炎対策については、感染者を早期に発見し 、適切な治療につなげ、 将来の肝硬変、 肝がんの予

防及び肝炎ウ イ ルス の感染防止を図る ための事業を、 肝炎対策協議会等と 連携し て実施する 。  

ま た、 結核対策について、 Ｄ Ｏ Ｔ Ｓ の推進や医療連携体制構築等に取り 組むほか、 ｢おかやま エ

イ ズ感染防止作戦」 の実施等によ り 、 エイ ズ・ 性感染症対策を推進する 。  

 

（ １ ） 感染症予防計画の推進 

  ア 感染症発生動向調査事業 

一類～五類感染症の発生状況について、その情報を収集、分析し 、感染症情報センタ ーから

公表する こ と によ り 、 感染症の発生予防及びま ん延防止に努める 。  

イ ンフ ルエンザや腸管出血性大腸菌感染症は、 幼児や高齢者では重篤になる 例がある こ と

から 、流行を早期に把握し て、注意喚起等必要な対策を講じ る こ と によ り 、施設内等でのま ん

延防止に努める 。  

イ  感染症患者等移送ネッ ト ワ ーク の強化 

新感染症、一類・ 二類感染症、新型イ ンフルエンザ等感染症等重大な感染症の発生時におい

て、 県、 感染症指定医療機関及び消防機関が相互に連携・ 協力し 、 迅速かつ適切に患者を移送
でき る 全県的な移送体制の強化を図る 。  

 ウ  感染症に係る 医療提供体制の確保 

平時から 流行時に対応でき る 医療提供体制を 確保する ため、 医療機関と 医療措置協定を締

結する と と も に、 新興感染症の発生及びま ん延に備えた研修・ 訓練を実施する 。  

 エ 岡山県感染症対策ネッ ト ワ ーク の構築 

    今後発生が想定さ れる 新興感染症等に備え、 感染拡大防止や医療ひっ迫の回避を図る ため、

感染症対策ネッ ト ワ ーク を 設置する など ОＣ Ｉ Ｔ の機能強化を図る と と も に、 専門家等の人

材育成、 確保を行う 。  

 

（ ２ ） 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症への対応 

   新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症については、 令和５ 年５ 月８ 日に感染症法上の５ 類に位置付けら

れ、 令和６ 年度から は通常の医療提供体制へと 移行し たが、 引き 続き 基本的な感染防止策等の

情報提供を行う 。  

   ま た、ワ ク チン接種は、令和６ 年４ 月１ 日に予防接種法上の特例臨時接種から 定期接種（ Ｂ 類

疾病） に移行し たため、 市町村、 県医師会等関係機関と 連携し 、 制度の周知に努める と と も に、

引き 続き 、 副反応等の相談体制を整備する 。  

 

（ ３ ） 新型イ ンフ ルエンザ等対策 

新型イ ンフ ルエンザ等対策特別措置法に基づく 県行動計画に沿って、 医療体制整備や県民へ

の情報提供を行う など 対応に万全を期すと と も に、 国の備蓄方針に基づき 、 新型イ ンフ ルエン

ザ発生時における 抗イ ンフ ルエンザウ イ ルス 薬の安定供給体制の整備を図る 。  

ま た、国の新たな新型イ ンフ ルエンザ等対策政府行動計画を踏ま え、県の行動計画を改訂し 、

平時の準備や感染症発生時の対応に万全を期す。  

 

（ ４ ） 麻し ん、 風し ん対策 

麻し んの排除状態の維持、 風し んや先天性風し ん症候群の排除を早期に達成する ため、 抗体

検査や予防接種の推奨等、 普及啓発、 発生時の迅速な対応等に努める 。  
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（ ５ ） 肝炎対策 

    ア  肝疾患診療地域連携体制強化事業 

岡山県肝疾患診療連携拠点病院である 岡山大学病院と 連携し 、 肝疾患診療に携わる 地域の

医療従事者に対する 研修への協力を行う と と も に、 患者、 家族から の医学的な相談を行う 肝

炎相談センタ ーを岡山大学病院に併設する 。  

    イ  検査体制の充実 

保健所での無料相談・ 無料検査や肝炎専門医療機関での無料検査を実施する 。ま た、地域や

職域において検査を勧奨する 人材と し て、 「 地域肝炎対策サポータ ー」 を養成する こ と によ

り 、 肝炎患者の早期発見・ 早期治療を進める 。   

  ウ  肝炎治療の促進 

Ｂ 型、Ｃ 型ウ イ ルス性肝炎の治療に係る 医療費を助成し 、将来の肝硬変、肝がんの予防を図る 。  

エ 肝炎陽性者に対する フ ォ ロ ーアッ プ 

肝炎ウ イ ルス 陽性者に検査費用の助成等によ り 受診勧奨を行い、 重症化予防を図る 。  
    オ 肝がん・ 重度肝硬変治療研究の促進 

肝炎ウ イ ルス に起因する 肝がん・ 重度肝硬変患者に対し 、医療費を助成し 負担軽減を図る 。  

 

（ ６ ） 結核対策 

  ア 健康診断及び予防接種の推進 

定期健康診断と 予防接種（ Ｂ Ｃ Ｇ ） の大切さ について、市町村等と 協力し て普及啓発を進め

る と と も に、 受診率と 接種率の向上に努める 。  

  イ  結核管理の徹底及び病原体サーベイ ラ ンス の推進 

保健所に届出及び登録さ れた結核患者については、 治療中のみなら ず結核登録削除の基準

に該当する ま で、 病状の経過や受療状況等について確実に把握する 。  

ま た、 菌株の確保と その検査結果を積極的疫学調査等に活用し やすく する ための体制を整

備する 。  

  ウ  適正医療の普及 

感染症診査協議会において患者の治療状況、 入院（ 勧告・ 措置） 、 就業制限、 医療費の公

費負担申請等について審議し 、 適正医療の確保に努める 。  

  エ 施設内（ 院内） 感染防止対策の推進 

高齢者が集団で生活する 施設や、 学校等の結核感染予防対策の取組強化を図る 。  

ま た、「 岡山県結核定期健康診断補助金」 の積極的な活用を促し ていく ほか、 施設職員等を

対象と し た研修会を開催する 。  
  オ Ｄ Ｏ Ｔ Ｓ （ 直接服薬確認療法） の推進 

        服薬支援機能等を持つ全県統一の「 岡山晴れ晴れＤ Ｏ Ｔ Ｓ 手帳」 を全結核患者に導入し 、保

健所を拠点と し 、 患者の背景及び地域の実情に応じ て、 各関係機関連携の下に、 患者の治療

成功を目指し て、 服薬支援を行う Ｄ Ｏ Ｔ Ｓ の推進に取り 組む。  

カ 医療連携体制の構築 

岡山県結核診療連携拠点病院及び岡山県結核診療基幹病院を中心と し 、 身近な地域で病態

に応じ た医療を受けら れる 体制の確保を図る 。  

２ つの拠点病院において、 地域の結核医療の向上・ 普及のため結核医療相談・ 技術支援セ

ンタ ーを設置し 、 医療関係者から の結核医療に関する 相談対応や技術支援を行う と と も に、

研修等を行う 。  

 

（ ７ ） おかやま エイ ズ感染防止作戦の推進 

  ア 受けやすい検査 

全保健所で無料匿名のエイ ズ検査（ 備前・ 美作保健所では即日検査） を実施する と と も に、

エイ ズ治療拠点病院や身近なク リ ニッ ク で自己負担一律1, 000円のエイ ズ検査等を 実施する 。 

  イ  戦略的な普及啓発 
ハイ リ ス ク 者（ ＭＳ Ｍ： 男性間で性交渉を行う 者等） に対象を絞り 込み、関連団体等と 連携し 、

分かり やすく 、 持ち帰り やすい検査啓発カード 等で受検勧奨を行う 。  
ま た、県広報の活用やマス コ ミ への働き かけを積極的に実施する と と も に、ＨＩ Ｖ 検査普及

週間（ ６ ／１ ～６ ／７ ） や世界エイ ズデー（ 12／１ ） を中心と し た前後の日を重点実施期間と
し て普及啓発等を進める 。  
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   ウ  関係者の連携強化 

エイ ズ医療等推進協議会を開催し 、 総合的な対策について協議する と と も に、 エイ ズ医療

提供体制の推進を図る 。  

 

（ ８ ） 性感染症対策 

性感染症、特に梅毒のま ん延が危惧さ れており 、梅毒対策においては、重点的な取組を実施す

る 。 ま た、 保健所・ 支所において、 匿名・ 無料で梅毒・ 性器ク ラ ミ ジア感染症の検査を実施する

と と も に、早期発見・ 治療のための体制強化や診療科を超えた連携の推進、啓発資材等の活用に

よ り 、 正し い知識の普及やハイ リ ス ク 者への検査受診勧奨等に努める 。  

 

（ ９ ） 子宮頸がん予防対策 

子宮頸がん予防について は、 こ れま で約９ 年にわた り Ｈ Ｐ Ｖ ワ ク チン の積極的接種勧

奨が中断さ れて いた 影響が大き く 、 勧奨差控え 前の接種水準ま で回復し て いな いこ と か
ら 、 保護者に加え 、 児童・ 生徒への普及啓発に積極的に取り 組む。 ま た 、 ワ ク チン の定期

接種の機会を 逃し た キ ャ ッ チア ッ プ接種対象者に対し て 、 子宮頸がん検診の受診の必要

性を 周知する な ど 、 効果的な 受診勧奨を 行う 。  

 

（ 10） 予防接種対策 

市町村、 県医師会等関係機関と 連携し 、 定期接種の接種率の向上と 利便性の高い予防接種実

施体制の整備に努める 。  

ま た、 岡山県予防接種センタ ーの運営によ り 、 県民が安心し て予防接種を受けら れる 体制を

強化する 。  

 

（ 11） 感染症に係る 情報の収集・ 発信及び検査体制の整備 

岡山県感染症情報セン タ ーにおいて、 県内における 感染症患者情報及び病原体検査情報を収

集・ 解析し 、 国立感染症研究所感染症疫学センタ ーから 還元さ れる 全国の情報と あわせて関係機

関及び県民に対し て積極的に情報発信する こ と によ り 、 感染症の予防及びま ん延防止に努める 。  

ま た、 地方衛生研究所である 岡山県環境保健センタ ーにおいて、 国立感染症研究所と 連携を

図り ながら 、各種感染症の細菌・ ウ イ ルス に係る 検査を実施し 、県内の感染症の発生動向につい

て調査・ 研究を行う 。  

 

（ 12） ハンセン病問題対策 

ア 岡山県ハンセン病問題対策協議会の設置 

ハンセン病問題対策協議会を開催し 、 偏見・ 差別の解消のための普及啓発や療養所全体と

し ての社会復帰の支援についての具体的な対策の協議を行う 。  

イ  普及啓発 

入所者によ る 語り 部講演会やＤ Ｖ Ｄ 、 小冊子、 ホームページ等を活用し た普及啓発を進め

る と と も に、 入所者と 学校や団体等と の交流を促進する 。 ま た、６ 月22日の「 ら い予防法によ

る 被害者の名誉回復及び追悼の日」 にあわせたパネル展や講演会を開催する 。  

ウ  療養所全体と し ての社会復帰の支援等 

地域と の交流を推進する こ と によ り 、 療養所全体と し ての社会復帰を推進する と と も に、

社会復帰者に対し ては、 医療費、 介護費、 住宅費の助成によ り 支援を行う 。  

ま た、 全国各地の療養所の本県出身入所者を訪問する と と も に里帰り の支援を行う 。  
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２  がん対策の推進 

「 岡山県がん対策推進条例」 及び「 第４ 次岡山県がん対策推進計画」 （ 令和６ ～令和 11 年度）

に基づき 、「 がん予防・ がん検診の充実等によ る 罹患率・ 死亡率の減少」 、「 切れ目のない医療提

供体制の整備、全てのがん患者と その家族等の苦痛の軽減並びに療養生活の質（ Ｑ Ｏ Ｌ ） の維持向

上」 及び「 がんになっても 安心し て生活し 、がんと と も に自分ら し く 生き る こ と のでき る 地域共生

社会の実現」 を全体目標に、 総合的ながん対策を推進する 。  

 

 

（ １ ） がん予防対策の推進 

がんの早期発見・ 早期治療のため、市町村や愛育委員等と 協働し て、がん検診の重要性やがん

についての正し い知識の普及啓発を行い、 がん検診の受診率向上に努める 。 ま た、 乳がん、 子宮

頸がん検診について、 初年度の受診対象者に対し 、 ク ーポン券等を 配布し 受診勧奨する と と も

に、５ がん検診の精密検査未受診者に対し 、個別の受診再勧奨を行う「 新たなス テージに入った

がん検診の総合支援事業」 など の市町村事業を支援する 。更に、がん精密検診結果収集管理事業

等のデータ を活用し たがん検診の精度管理を行う 。  

 

（ ２ ） がん医療の連携強化 

がん診療連携拠点病院や地域がん診療病院、 がん診療連携推進病院と 、 地域のかかり つけ医

と の連携を推進する 。  

  ○がん診療連携拠点病院等の状況 

 県南東部 県南西部 高梁・ 新見 真庭 津山・ 英田 県 計 

県・ 地域がん

診療連携拠点

病院 
   ５         ２      －       －      １      ８  

地域がん診療

病院 
   －     －     １       １      －     ２  

がん診療連携

推進病院 
   ２      １      －     －     －     ３  

 

 

（ ３ ） 治療と 仕事の両立支援 

   がん患者が治療と 仕事を両立でき る よ う 、 民間事業者に対する 研修会を開催する と と も に、

がん相談支援センタ ーの認知度を高め、 利用の促進を図る 。  

 

（ ４ ） 小児・ Ａ Ｙ Ａ 世代のがん患者への支援 

   がん等の治療によ り 、 生殖機能に影響を及ぼし 、 妊孕性が低下も し く は失われる 場合がある

こ と から 、 小児・ Ａ Ｙ Ａ （ 思春期・ 若年成人） 世代のがん患者等が、 将来子ど も を持つこ と の

希望を繋ぐ ため、 妊孕性温存治療の費用の一部を助成する 。  

 

（ ５ ） アピ アラ ンス ケア等のがん支援体制の強化 

   がん医療の進歩によ り 、 治療を継続し ながら 社会生活を送る がん患者は増加し ており 、 治療

によ る 外見の変化に対する サポート の重要性が高ま っている こ と から 、 ウ ィ ッ グや乳房補正具

等の購入費助成や、 オンラ イ ン相談支援の体制整備等によ り 、 がん患者を支援する 。  
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３  循環器病対策の推進 

脳卒中、 心臓病その他の循環器病（ 以下、 循環器病） の対策について、 「 第２ 次岡山県循環器病

対策推進計画」 ( 令和６ ～令和11年度) に基づき 、 「 平均寿命の延伸を上回る 健康寿命の延伸」 及び

「 循環器病の年齢調整死亡率の減少」を基本方針に、総合的かつ計画的に循環器病対策を推進する 。  

 

（ １ ） 脳卒中の医療連携体制整備 

急性期、回復期、維持期の経過に応じ た医療機能の要件に基づく 届出によ り 、県内医療機関の

連携体制を整備し ており 、 脳卒中の発症後4. 5時間以内にt-PA療法等の専門的な治療ができ る 超

急性期の15医療機関を中心に、 県内の円滑な医療連携体制の構築を図る 。  

 

（ ２ ） 急性心筋梗塞等の医療連携体制整備 

急性期、回復期、再発予防の経過に応じ た医療機能の要件に基づく 届出によ り 、県内医療機関

の連携体制を 整備し ており 、 併せて急性心筋梗塞等及び心不全の医療連携パス の更なる 運用拡

大を図る など 、 医療提供体制の構築を進める 。  
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《生活衛生課》 

 

１ 生活衛生営業等の衛生確保 

県民の日常生活に密接に関係するサービス等を提供する飲食業、理・美容業やクリーニング

業等の生活衛生関係営業（以下：生衛業）については、全般に零細で、営業基盤も脆弱であり

経営環境は厳しい状況にある。 

県では、自主管理の推進と効率的な監視指導を実施するとともに、（公財）岡山県生活衛生

営業指導センター（以下：指導センター）及び 12 業種の生活衛生同業組合（以下：生衛組合）

と連携して、こうした生衛業の経営の合理化、施設の近代化等の指導に努め、公衆衛生の維持

向上を図る。 

また、公衆浴場確保対策、建築物衛生対策及び家庭用品安全対策等を実施する。 

 

（１）生活衛生営業者対策 

  ア 経営安定の指導 

・ 営業者を対象とした経営管理、施設の近代化、衛生措置の遵守等に係る講習会を開催

する等、指導センターを通じて生衛組合を育成指導する。 

・ 日本政策金融公庫資金融資制度の積極的な利用を推進するため、指導センターと各生

衛組合を通じて、融資の斡旋指導を行う。 

・ 生衛業の振興を計画的に実施するため、関係生衛組合に対し、振興計画の積極的な推

進を指導する。また、消費者保護の施策として標準営業約款制度（クリーニング業、理

・美容業、めん類飲食店及び一般飲食店）の普及促進に努める。 

  イ 監視指導 

関係法令に基づき、効率的な監視指導を実施するとともに、営業者の自主管理を積極的

に推進することにより、生衛業の施設整備と衛生水準の維持向上に努める。 

        また、平成 29 年４月１日に施行した「岡山県生活衛生営業関係（理容師法・美容師法・

クリーニング業法）行政処分指針」に基づき法令遵守指導の一層の強化を図る。 

 

（２）一般公衆浴場確保対策 

  ア 入浴料金 

一般公衆浴場の入浴料金は、物価統制令により知事が指定しており、指定にあたって 

は、公衆浴場経営実態調査を行うほか岡山県公衆浴場入浴料金審議会に諮問し、その答申

を得ることとされている。 

 

○一般公衆浴場入浴料金統制額（令和４年 12 月１日改定） 

大 人 中 人 小 人 

450円 200円 100円 

 

  イ 確保対策 

一般公衆浴場の経営の安定化及び確保対策のために、設備改善、経営安定の助成措置を

行う。 

 

（３）公衆浴場及び旅館の入浴施設におけるレジオネラ症発生防止対策 

公衆浴場法施行条例・旅館業法施行条例に基づき入浴施設への立入検査を実施するとと 

もに、水質検査結果に基づく衛生管理指導を通じてレジオネラ症の発生防止に努める。 

さらに、営業者に対するレジオネラ症発生防止講習会を開催し、入浴施設における衛生 

管理のさらなる徹底を図る。 
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また、入浴施設においてレジオネラ属菌が検出された場合には、平成 29 年４月１日に施

行した「公衆浴場法に基づく行政処分取扱要領」及び「公衆浴場等におけるレジオネラ属菌 

対応要領」に基づきレジオネラ症発症の未然防止並びに健康被害の拡大防止を目的として衛 

生管理指導の一層の強化を図る。 

 

（４）建築物衛生対策 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等に基づき、多数の人が利用する特定 

  建築物の適正な維持管理の実施について指導する。 

   また、建築物清掃業等８業種の営業者について登録事務及び指導を行う。 

 

（５）家庭用品安全対策 

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づき、県内各地において試買検

査を実施するとともに、公衆衛生上の見地から店舗等に対し、必要に応じて立入検査を実施

し、県民の健康保持に努める。 

 

（６）室内空気汚染物質対策 

住まいに起因した健康障害は、「シックハウス症候群」、「アレルギー疾患」等多岐にわ

たっており、保健所において、県民からの室内空気汚染に関する相談に応じ、関係機関と連

携し、的確なアドバイスを行う。 

 

（７）養成施設の登録及び指導 

「調理師法」及び「製菓衛生師法」並びに「理容師法」及び「美容師法」に基づき、調理

師・製菓衛生師養成施設並びに理容師・美容師養成施設の登録及び指導を行う。 

○調理師養成施設（令和６年４月１日現在） 

施 設 名 所  在  地 総 定 員 指定年月日 

西日本調理製菓専門学校 

おかやま山陽高等学校 

岡山県立津山東高等学校 

専門学校岡山ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 

岡山市北区大供 3 丁目 2-18 

浅口市鴨方町六条院中 2069 

津山市林田 1200 

岡山市北区岩田町 3 番 22 号 

昼間  150 名 

昼間   135 名 

昼間   120 名 

昼間    60 名 

S43.10. 1 

S61. 2.10 

S63. 3. 4 

H29. 3.28 

 

○製菓衛生師養成施設（令和６年４月１日現在） 

施 設 名 所  在  地 総 定 員 指定年月日 

西日本調理製菓専門学校 

専門学校岡山ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 

おかやま山陽高等学校 

岡山市北区大供 3 丁目 2-18 

岡山市北区岩田町 3 番 22 号 

浅口市鴨方町六条院中 2069 

昼間  120 名 

昼間  70 名 

昼間  120 名 

H14. 2. 4 

H17. 9.13 

H21.12. 9 

 

〇理容師及び美容師養成施設（令和６年４月１日現在） 

施 設 名 所  在  地 総 定 員 指定年月日 

岡山県理容美容専門学校 

 

 

 

岡山県立岡山聾学校 

専門学校岡山ﾋﾞｭｰﾃｨﾓｰﾄﾞ 

 

専門学校倉敷ﾋﾞｭｰﾃｨｰｶﾚｯｼﾞ 

岡山市北区大元 2-6-5 

 

 

 

岡山市中区土田 51 

岡山市北区昭和町 3 番 12 号 

 

倉敷市寿町 10-5 

 

理容  80 名 

通信   120 名 

美容   280 名 

通信   198 名 

理容   32 名 

美容   240 名 

通信   240 名 

美容   160 名 

通信   180 名 

H10.4. 1 

 

 

 

H28.1. 6 

H14.3.25 

 

H13.3.29 

-46-



生活衛生課 

（８）遊泳用プール衛生確保対策 

学校を除く100 立方メートル以上の遊泳用プールについて、「岡山県遊泳用プール指導要領」

等に基づき、県民が衛生的かつ安全にプールを利用できるよう、営業者の自主管理を促す。 

 

（９）衛生関係従事者試験免許 

ア 衛生関係従事者試験 

調理師、製菓衛生師及びクリーニング師試験について、それぞれの法令に基づき、実施

する。 

なお、調理師試験については、平成 28 年度から（公社）調理技術技能センターに委任し 

実施している。 

イ 衛生関係従事者免許 

調理師、製菓衛生師及びクリーニング師の免許は、県知事免許であり、試験合格者等に

対して申請に基づき交付する。 

 

２ 宿泊施設の適正な運営確保 

    旅館業及び住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、営業者及び事業者からの許可・届 

 出受理を行うとともに、営業者及び事業者が責務を着実に果たすよう指導監督を行う。     

なお、住宅宿泊事業の届出を行うことなく宿泊業を行った者及び届出済の住宅宿泊事業者に

あって 180 日を超えて宿泊事業を行った者は、旅館業法の無許可営業に該当するため、令和２

年４月１日に施行した「旅館業法に基づく行政処分要領」に基づき適切な指導・行政処分等を

行う。 

       ○宿泊施設の数（令和６年３月末現在） 

 

 

 

※ 岡山市及び倉敷市分は除く 

 

３ 食の安全・安心の確保 

  腸管出血性大腸菌による食中毒をはじめ、食品に起因する健康危害のリスクを低減するため 

 には、食品等事業者に対する監視指導や試験検査を強化するとともに、消費者である県民へ食 

 中毒予防の正しい知識を普及することはもちろん、県民、食品関連事業者等もそれぞれの責務 

 や役割を果たしながら、食の安全・安心のための施策を一体的に展開・推進することが重要で 

 ある。 

        

（１）監視指導、検査等 

 「令和６年度岡山県食品衛生監視指導計画」に基づき、各保健所及び食肉衛生検査所が、

食品関係施設への監視指導、食品等の試験検査及びと畜検査等を実施する。 

  ア 監視指導の実施                                          

監視指導の対象施設は、社会的に影響の大きい営業施設や広域流通食品等事業者などの

重点的監視対象施設、その他の一般監視対象施設、食品衛生法改正で新たに創設された届

出施設の３つに区分を設定し、施設の規模や業種に応じた監視指導を行うとともに、

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の定着を図る。 

 また、時期や対象施設を定め集中的に監視を行う各種一斉取締り等を実施する。 

イ リスクの高い食中毒対策 

重篤な健康被害を引き起こす腸管出血性大腸菌やカンピロバクター食中毒発生防止策を

強化するため、事業者に対して食肉等の取扱状況を確認する他、生食のリスクについて周

知を図るとともに、営業施設におけるノロウイルス食中毒防止策の徹底を指導する。また、

区分 旅 館 業 住宅宿泊事業
 

旅館・ホテル 簡易宿所 

施設数 394 270 42 
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県民に対しては、ふぐの素人調理による食中毒を防止するため、ふぐ毒の危険性を周知す

るなど、家庭における食中毒の予防方法についての啓発を行う。 

ウ 食品等の試験検査 

細菌数、食品添加物、残留農薬等の検査を実施し違反食品の排除に努めるとともに、迅

速に食中毒の病因物質を検出するために遺伝子検査を実施し、健康危機に的確に対応する。 

 

○食品等の収去検査状況（令和６年３月末現在） 

 

区   分 
収 去 

検体数 
検査区分 

理 化 学 検 査 細 菌 検 査 計 

項目別 

検査数 
不適 

項目別 

検査数 
不適 

項目別 

検査数 
不適 

食品・容器等 1,865 

規格基準 34,553 2 512 1 35,065 3 

その他 373 0 5,530 0 5,903 0 

計 34,926 2 6,042 1 40,968 3 

                                                         ※ 岡山市及び倉敷市分は除く 

エ 違反発見時の対応 

食品衛生法に違反する事実が認められた場合には、「食品衛生法に基づく行政処分等取

扱要領」に基づき、適正かつ厳正な行政措置を講じる。 

なお、行政処分を行った場合は、危害拡大防止等を考慮した公表を行う。 

  オ 食中毒等健康危害発生時の対応 

「岡山県食中毒対策要領」等に基づき、平常時の体制整備を図るとともに、発生時には

迅速かつ的確な調査を行い、原因施設に対する営業停止命令等の行政処分を行う。 

 

（２）相談対応、情報提供等 

ア 食品等に関する苦情・相談への対応 

食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する条例第 19条に基づく県民からの申出を含め、

食の安全相談窓口（５保健所、県庁くらし安全安心課、生活衛生課の７機関）へ寄せられた相

談、苦情等について、すみやかに調査等を行い、原因究明と再発防止を図る。調査の結果、人

の健康に重大な危害を及ぼすと認められる場合等は、必要な情報を公表する。 

イ 県民への情報提供及び普及啓発 

食の安全に関する知識や情報等を県のホームページへ掲載するほか、各種広報媒体の活

用により、普及啓発を効果的に実施する。また、講習会の開催等により、衛生知識の普及

に努める。 

ウ リスクコミュニケーションの推進 

食品の安全確保に対する県民の不安を払拭し、食の安心を定着させるため、県民、食品

関連事業者、県関係者が情報提供や意見交換を行う。                                

                      

（３）食品等事業者による自主的な衛生管理体制の推進 

      食品衛生法の改正により、原則全ての食品等事業者にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理 

  が求められており、食品衛生法に規定された事業者としての責務が果たされるよう、規模・ 

  形態等に応じた衛生管理体制について指導・助言等を行う。 

     また、(一社)岡山県食品衛生協会との連携を強め、食品衛生指導員による食品関係施設の 

  巡回指導・自主検査の励行等の実施について指導を行うとともに、業界の自主管理体制を充 

  実するため、業界組織の指導・育成に努める。 
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  ○食品衛生指導員等の活動状況（令和６年３月末現在） 

年 度 指導員数 巡回指導件数 
自 主 検 査 件 数 

食    品 飲 料 水 

令和 元 

   ２ 

   ３ 

   ４ 

   ５ 

439 

427 

428 

371 

383 

24,495 

21,504 

17,540 

15,001 

14,529 

208 

214 

183 

165 

173 

889 

850 

802 

940 

1,174 

※ 岡山市及び倉敷市分を除く 

 

４ 動物の愛護と管理 

すべての県民が動物は「命あるもの」であることを認識し、人と動物が共生できる豊かな地

域社会の実現を目指した「岡山県動物愛護管理推進計画（令和３～12 年度）」に基づき、動物

愛護思想の普及啓発、動物の飼い主への適正飼養指導、第一種動物取扱業者に対する監視指導、

人と動物の共通感染症対策等、さまざまな施策を総合的かつ計画的に実施する。 

特に、殺処分される不幸な犬や猫の削減を重要課題とし、引取り拒否要件の厳格運用、終生

飼養や繁殖制限措置、マイクロチップの装着等による所有者明示措置、譲渡事業等の取組を強化、

推進する。 

 

（１）動物愛護業務 

  ア 飼い主のモラルの向上と適正飼養の普及 

        犬のしつけ方教室等の開催及び広報紙・ホームページへの情報掲載等により、飼い主の 

   モラル向上と適正飼養の普及に努める。 

 

   ○教室等参加者数(令和６年３月末現在） 

 

 

 
 

※ 岡山市及び倉敷市分は除く 

 

イ 普及啓発 

動物愛護と適正な飼養について関心と理解を深めるため、(公財)岡山県動物愛護財団、

(公社)岡山県獣医師会等と協働し、動物愛護フェスティバル、動物愛護週間（９月 20 日～

26 日）行事、動物ふれあい教室等を開催し、啓発を図る。 

ウ 犬・猫の譲渡事業等の強化 

ホームページへ掲載する収容動物情報の充実、犬・猫の譲渡会の開催、ボランティア譲

渡の推進等により犬・猫の殺処分率の減少を図る。 

エ 負傷動物への対応 

道路や公園など公共の場所で負傷した飼い主不明の犬や猫を収容するとともに、獣医師

会と連携して治療を実施する。 

オ 動物愛護推進員等との協働 

動物愛護推進員を対象とした研修会等を開催し、繁殖制限についての助言や譲渡のあっ

せん等、地域に根ざした動物愛護活動の推進に努める。 

また、動物愛護推進員の委嘱や活動の支援に関する協議を行うため、岡山県動物愛護推

進協議会を開催する。 

カ 飼い主のいない猫対策 

市町村、地域住民と連携し、地域猫活動を推進する事業を実施する。 

しつけ方教室 ふれあい教室 犬と猫の譲渡会 

講習会 実技 ｾﾝﾀｰ内 出張 講習会 譲渡会 譲渡動物 

302 人 649 人 1,276 人 271 人 333 人 444 人 330 匹 
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（２）動物管理業務 

   ア 飼い主からの犬・猫の引取り 

    犬・猫の引取りを求められた場合は、引取り拒否要件の厳格運用に努めるとともに、終 

   生飼養や繁殖制限措置の指導を行う。なお、相当な事由があると認められる場合のみ、動 

   物愛護センターで引取りを行う。 

 

○犬猫の引取り頭数等の年度別推移（令和６年３月末現在） 

年度 

区分 
令和元 2 3 4 5 

犬 

引取り 32  15  35  22   13 

飼い主不明 243  185  174  214  199 

殺処分   9   11   4  7    15 

猫 

引取り  30   15   10  20   44 

飼い主不明 252  309  229  231  202 

殺処分  39   62   55  60   52 

※ 岡山市及び倉敷市分は除く 

 

イ 動物取扱業、特定動物飼養者への監視指導 

    ペットショップなどの第一種動物取扱業者に対し、動物の管理方法等について飼養管理 

   基準に沿った飼養管理を行うよう監視、指導する。特に、犬猫等販売業者に対しては、犬 

    及び猫へのマイクロチップの装着及び登録を適切に実施するよう指導する。 

       また、ニホンザル等特定動物の飼養又は保管施設に対し、適正飼養を指導する。 

    ウ  野犬等による危害発生の未然防止 

野犬及び飼い主不明犬について、警察、市町村及び地元住民等関係者の協力を得ながら、

保護収容に努め、咬傷事故等危害発生の未然防止を図る。 

  エ 犬の登録と狂犬病予防注射の推進 

市町村が実施する犬の登録と狂犬病予防注射の推進のため、市町村に助言等を行う。また、

獣医師会に対しては、犬の登録制度等の普及啓発等を行う。 

    オ 人と動物の共通感染症対策 

人と動物の共通感染症の発生等の際は、保健所と協力して、感染動物の流通調査等を行う。

また、感染予防のための動物との正しい接し方等の知識について、ホームページ等により普

及啓発に努める。 

 

（３）災害時のペット対応 

災害時のペット対応について、「岡山県災害時動物対応要綱」等に基づき、市町村職員や

一般県民に対し、意識の向上を図るための普及・啓発活動を実施する。 

 

（４）情報提供 

人と動物が共生できる豊かな地域社会の実現を目指し、動物虐待等の禁止及び動物の習性

をよく理解した上での適正な取扱い等を県民に普及啓発するため、各種媒体による情報提供

を行う。 

 

５ 化製場等の衛生対策 

「化製場等に関する法律」に基づき関係施設に対して計画的に立ち入り検査を実施し、適正

な管理を指導する。 

また、死亡獣畜の埋却に関する事務については、埋却の許可等が適切に行われるよう市町村

等を指導する。 
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６ 水道の整備 

水道は、生活に不可欠なライフラインであるとともに、社会的・経済的活動を支える重要な 

基盤施設である。 

令和６年４月１日現在、県内には 127 の水道事業（上水道事業 24・簡易水道事業 37・専用水 

道 62・水道用水供給事業４）があり、安全でおいしい水を安定的に供給できる水道の整備が進

められている  

                                                        

（１）水道の普及・基盤強化 

本県の水道は、令和４年度末現在、普及率 99.3％、給水人口は約 184 万人となっているが、

水源や地理的条件に恵まれない山間部を中心に約１万３千人が井戸等の不安定な水源を利用

している状況にある。一方、人口減少・節水等により、水需要は横ばいあるいは減少傾向に

あり、料金収入が減少するなか、増加していく老朽化施設の更新や耐震化等の災害対策など

様々な課題への対応が求められている。 

このため、地域の実情に合わせ、上水道や簡易水道の拡張・統合等を促進し、普及率の向上

に努めるとともに、市町村の区域を越えた多様な広域連携や官民連携の推進等を通じ技術的、

財政的な基盤強化を図る。 

また、アセットマネジメントの実践を通して、施設の更新や耐震化を計画的かつ効果的に

実施していく。 

（普及状況）               （給水人口内訳）          

                                         

                                 

                     

 

 

 

 

  

    

県内総人口  1,850,206 人 

※１．令和４年度末現在 

※２．県内総人口は毎月流動人口調査による 

 

（２）水資源の有効利用 

県内に計画された水資源の開発により、苫田ダム等に確保された安定的水資源を、長期的

展望に立ち、計画的に有効利用を図る。  

 

（３）水道広域化の推進 

水資源の有効利用、施設整備における重複投資の防止、技術的・財政的な基盤の強化、水
道水の安定した供給、料金格差の是正等を図る上で、水道の広域化は有効な手段である。 

そこで、県全体の長期的な水需要の見通しのもとに水道整備の基本方針を定めた「岡山県
水道整備基本構想」及び基本構想を具体化した「岡山県広域的水道整備計画」に基づき、将
来の水需給状況を見据え、計画的・段階的に水道の広域化を進める。 

また、令和元年 10 月１日に施行された改正水道法では、都道府県の責務として、水道事業
者等の間の広域的な連携を推進するよう努めなければならないこととされており、県では「岡
山県水道広域化推進プラン」を令和５年１月に策定した。 

簡易水道 
44,902 人 

(2.4%) 

 

あんい 

専用水道 
2,587 人 
(0.1%) 

現在給水人口 
1,837,385 人 

(99.3%) 
） 

上水道 
1,789,896 人 

(97.5%) 

 

未普及人口 
12,821 人 
(0.8%) 

-51-



生活衛生課 

 

○水道広域化施設 

施 設 区 分 
吉 井 川 系 高 梁 川 系 

岡山浄水場系 津山第 1 浄水場系 津山第 2 浄水場系 総社浄水場系 

取水施設 
位  置 岡山市東区寺山 津山市中島 津山市草加部 総社市井尻野 

能  力 141,920 ㎥/日 37,600 ㎥/日 10,000 ㎥/日 38,900 ㎥/日 

浄水施設 

位  置 岡山市東区寺山 津山市小田中 津山市草加部 総社市井尻野 

方  式 急速ろ過 急速ろ過 急速ろ過 緩速ろ過 

能  力 136,100 ㎥/日 35,700 ㎥/日 9,500 ㎥/日 37,000 ㎥/日 

整 備 能 力 90,734 ㎥/日 17,500 ㎥/日 9,500 ㎥/日 23,548 ㎥/日 

送水施設 

中継ポンプ 7 箇所 6 箇所 ― 8 箇所 

調 整 池 9 箇所 9 箇所 1 箇所 7 箇所 

送 水 管 路 108 ㎞ 110 ㎞ 2 ㎞ 128 ㎞ 

 

○給水対象及び計画給水量 

給 水 対 象 計画給水量(㎥/日) 給 水 対 象 計画給水量(㎥/日) 

吉 

 

 

井 

 

 

川 

 

 

系 

岡 山 市 109,250 高 

 

梁 

 

川 

 

系 

倉 敷 市   6,600 

津 山 市  19,340 井 原 市   2,200 

瀬戸内市   5,200 総 社 市  10,000 

赤 磐 市  20,050 高 梁 市   7,400 

和 気 町   1,600 真 庭 市   1,200 

鏡 野 町   3,000 吉備中央町   9,600 

勝 央 町  12,000 小   計  37,000 

奈 義 町   4,000  

久米南町   2,000 

美 咲 町   4,860 

小   計 181,300 合    計 218,300 

 

（４）水質管理 

水道水質基準は、常に最新の科学的知見に照らして逐次改正することとされており、平成

26 年度に亜硝酸態窒素の項目が追加され、51 項目の水質基準が設定されている。水道事業 

者等は、計画を立て、定期的にこれらの項目を検査することが義務付けられている。 

安全で良質な水道水を給水するためには、水源から給水栓に至るまでの一貫した水質管理 

が重要であることから、水源から給水栓に至る各段階で危害評価と危害管理を行う「水安全 

計画」の策定・実践を推奨するなど、一層の水道水質管理の強化を指導する。 

-52-



医薬安全課 

《 医薬安全課》  

                                              

１  臓器移植等の推進 

 脳死から の心臓な ど の移植医療や心臓停止後の腎臓及び角膜の移植医療を 進める た め、

医療機関等の体制整備を 図る と と も に、 臓器移植医療について の理解が進むよ う 、 関係団

体と 連携のも と 普及啓発活動に取り 組む。  

 ま た 、 骨髄移植（ 末梢血幹細胞移植を 含む） について は、 提供申出者（ ド ナー） の登録

促進を 図る 。  

 

（ １ ） 臓器移植対策 

ア  臓器移植の普及啓発 

 臓器提供意思表示ツ ールへの正し い記入と 常時携帯についての啓発に努める と と も に、

関係団体等と の連携のも と 、 臓器移植に関する 講演会、 高校等への出前講座等を 開催し 、

移植医療に関する 理解の促進を 図る 。  

イ  移植医療体制の整備 

県臓器移植コ ーディ ネータ ーを （ 公財） 岡山県臓器バン ク に設置し 、 関係医療機関等

と の連携を 促進する と と も に、 臓器提供施設における 臓器移植院内コ ーディ ネータ ーの

委嘱や、 岡山県臓器移植推進連絡協議会の開催等を 通じ て、 医療機関の体制整備を 支援

する 。  

ウ  臓器移植普及推進月間（ 10 月） 事業 

 臓器移植普及推進月間に合わせ、 臓器移植に対する 県民の理解を 深める と と も に、

意思表示カ ード の所持、 記入な ど について の啓発を 重点的に行う 。  

 

  ○臓器移植希望登録者の状況（ 全国／令和６ 年３ 月 31 日現在）   

心臓 859 肺 607 肝臓 401 膵臓 161 腎臓 14, 519 小腸 9 
 
 ○臓器移植・ 提供施設（ 令和６ 年３ 月 31 日現在）         

区分  

医療機関 

 
臓 器 移 植 施 設 

 
脳死下で 
の臓器提供
施設  

心臓 
 

肺 
 

肝臓 
 

小腸 
 

腎臓 
 

岡山大学病院 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

◎ 
 
川崎医科大学附属病院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
◎ 

 
川崎医科大学総合医療ｾﾝﾀ  ー

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○ 

 
国立病院機構岡山医療セ ン タ ー 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○ 

 
◎ 

 
岡山赤十字病院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
◎ 

 
岡山済生会総合病院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○ 

 
岡山労災病院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
◎ 

 
倉敷中央病院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
◎ 

 
岡山旭東病院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○ 

 
津山中央病院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
◎ 

 
岡山市立市民病院 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
◎ 
 

◎は、 １ ８ 歳未満の臓器提供も 可 
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（ ２ ） 骨髄移植（ 末梢血幹細胞移植を 含む） 対策 

「 移植に用いる 造血幹細胞の適切な 提供の推進に関する 法律」 の基本理念を 踏ま え 、

「 骨髄ド ナー登録窓口」 や「 骨髄ド ナー集団登録会」 を 通じ て 、 骨髄ド ナーの登録受付

を 実施する と と も に関係団体等と 連携し 、 各種イ ベン ト や高校生への出前講座等を 通じ

て 、 県民への骨髄バン ク 事業の普及啓発を 行う 。  

ま た 、 市町村が行っ て いる ド ナー支援制度の周知に努める と と も に、 事業所に対し て

は、 ド ナー休暇制度の働き かけ を 行い、 ド ナー登録者が骨髄等の提供を し やすい環境整

備を 図る 。  

 

 ○骨髄移植の状況（ 県内） （ 令和６ 年３ 月 31 日現在）   

骨髄ド ナー登録者数 9, 549 

移植希望者数 24 

骨髄提供件数 25 

骨髄移植件数 17 

 

２  難病対策及び小児医療対策 
 難病は、 原因不明で効果的な 治療方法が未だ確立し て いな い希少な 疾病であ り 、 長期に
わた り 療養が必要と な る こ と から 、 患者やそ の家族は、 長期にわた り 、 療養費を 負担し 、
ま た 、 介護の人手を 要する こ と と な る な ど 大き な 社会的、 経済的負担を 強いら れて いる 。
こ のた め、 難病のあ る 人の療養生活の質（ Ｑ Ｏ Ｌ ） の向上を 基本に、 医療費等の助成、 地
域におけ る 保健・ 医療・ 福祉の充実と 連携及び福祉施策の推進を 三本柱と し て 、 総合的な
難病対策を 推進する 。  

 

（ １ ） 難病対策 
ア  医療費等の助成 

 指定難病患者への特定医療費の支給のほか、 「 特定疾患治療研究事業」 、 「 在宅人
工呼吸器使用患者支援事業」 、 「 ス モン に対する はり ・ き ゅ う 及びマ ッ サージ 治療研
究事業」 、 「 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業」 によ り 、 医療費の自己負担分
を 所得に応じ て 公費負担する な ど 、 患者負担の軽減を 図る 。  

  イ  地域におけ る 保健・ 医療・ 福祉の充実と 連携 
 難病患者の相談支援の拠点であ る 岡山県難病相談・ 支援セン タ ーにおいて、 保健所、
医療機関、 就労支援機関等と の連携のも と 、 日常生活に関する 各種相談支援や疾患に
関する 専門研修、 地域交流会等を 実施する ほか、 就労に向け た 相談支援、 情報提供等
に取り 組む。  
 ま た 、 早期診断体制や身近な 医療機関での受診体制を 整備する と と も に、 在宅難病
患者の一時入院施設を 確保する ほか、 地域ご と に医療福祉相談を 実施する な ど 、 難病
患者を 支援する 。  
 さ ら に、 難病のあ る 人への災害時支援と し て 、 令和元年度に改訂し た 「 災害時にお
け る 難病患者等の行動・ 支援マ ニ ュ ア ル」 や「 緊急医療支援手帳」 の周知・ 活用を 通
じ て 支援体制の強化や防災意識の高揚を 図る と と も に、 市町村と の連携のも と 要配慮
者の情報共有等に努める 。       

ウ  福祉施策の推進 
 指定難病 341 疾病がホ ーム ヘルプサービ ス やシ ョ ート ス テ イ 、 補装具・ 日常生活用
具の給付等、 市町村が実施する 障害福祉サービ ス の対象と な っ て おり 、 同サービ ス の
適正かつ円滑な 利用を 支援する 。  

 
（ ２ ） 小児医療対策 

 悪性新生物な ど 療養が長期にわた る 16 疾患群に罹患する 児童に対し て は「 小児慢性

特定疾病医療費」 によ り 、 結核児童に対し て は「 療育医療」 によ り 、 医療費の自己負担

分を 所得に応じ て 公費負担する 。  
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 ま た 、 小児慢性特定疾病児童等自立支援員を 配置し 、 関係機関等と の連絡調整を 図り

な がら 、 患児の自立・ 就労を 支援する 。  

 令和５ 年度から 開始し た 小児慢性特定疾病児童等への支援（ 相談、 交流、 学習支援）

を 引き 続き 実施し 、 患児に寄り 添っ た き め細かな サポ ート によ り 将来への不安や孤独感

の解消を 図る 。  

 

３  公害健康被害者救済対策 

 「 公害健康被害の補償等に関する 法律」 に基づく 旧指定地域のう ち 、 玉野市及び備前市

の認定患者に対し 各種の補償給付を 行う と と も に、 患者の健康を 保持する た め公害保健福

祉事業を 実施する 。  

                                                            

４  石綿によ る 健康被害の救済対策 

石綿によ る 健康被害者及び遺族で、 労災補償等の対象と なら ない方への救済給付について、

保健所等で認定申請の受付業務等を 実施する 。  

 

５  血液事業の展開 

「 安全な 血液製剤の安定供給の確保等に関する 法律」 の基本理念を 踏ま え 、 必要と さ れ

る 輸血用血液製剤と 血漿分画製剤用原料血漿を 善意の献血で確保する た め、 岡山県献血推

進協議会を 中心に市町村及び岡山県赤十字血液セン タ ー等関係機関と の一層の連携によ り

献血意識の高揚に努める 。 併せて 、 血液製剤の安全性の確保を 図る と と も に、 適正使用に

ついて 医療関係者に対する 普及啓発を 行う 。  
 
（ １ ） 献血推進対策 

 広報媒体や啓発資料等を 効果的に活用し 、 広く 県民に対する 献血思想の普及啓発に努め

る と と も に、 ｢岡山県愛の血液助け 合い運動｣( ７ ～８ 月) 、 ｢はた ち の献血キ ャ ン ペーン ｣

( １ ～２ 月) 等の事業を 積極的に展開する 。  

 ま た 、 最近、 献血離れの傾向が顕著な 若年層に対し て 、 教育委員会等と 連携し 積極的

に献血意識の高揚に努める と と も に、 新興･再興感染症のま ん 延下の状況で あ っ て も 、

医療需要に応じ た 血液製剤の安定供給を 図る た め、 様々な 広報手段を 用いた 献血への協

力呼びかけ 等を 行う 。  

  

  ○献血状況の推移（ 令和６ 年３ 月 31 日現在）   

 

 

年 度 

 

 

 

区 分 

 

      献 血 者 数                      ( 人)  

 

総   数 

 

 

献  血  車 

 

献血ルーム う ら ら  

( 血液セ ン タ ー)  

献血ルーム  

も も た ろ う  

 

 

 

令和３  
 

 

 

200 mL    877    101    241    535 

400 mL 54, 128 38, 532  5, 705  9, 891 

成 分 24, 523     0 10, 951 13, 572 

計 79, 528 38, 633 16, 897 23, 998 

        

 

 

   ４  

 

 

 

200 mL    698     37    213    448 

400 mL 53, 866 38, 056  5, 489 10, 321 

成 分 24, 687      0 11, 267 13, 420 

計 79, 251 38, 093 16, 969 24, 189 
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年 度 区 分 

      献 血 者 数                      ( 人 )  

総   数 献  血  車 
献血ルーム う ら ら  

( 血液セ ン タ ー)  

献血ルーム  

も も た ろ う  

        

 

   ５  

 

 

 

200 mL 515 0 173 342 

400 mL 53, 481 36, 844 6, 087 10, 550 

成 分 24, 204 0 10, 873 13, 331 

計 78, 200 36, 844 17, 133 24, 223 

 

                                                                   

（ ２ ） 血液製剤の安全性確保対策 

 血液セン タ ーにおいて は、 献血時の本人確認、 問診の徹底を 図り 、 日本赤十字社にお

いて は、 核酸増幅検査（ Ｎ Ａ Ｔ ） 等によ る ウ イ ルス 等のス ク リ ーニ ン グ 検査を 実施し て 、

肝炎・ エイ ズ 等の感染の未然防止に努める 。  

 

（ ３ ） 血液製剤の適正使用対策 

 岡山県合同輸血療法委員会を 開催し 、 医療機関に対し 「 輸血療法の実施に関する 指針」

及び「 血液製剤の使用指針」 等の周知徹底に努める 。  

 

６  医薬品等の安全確保 

 医薬品等の品質、 有効性及び安全性を 確保する た め、 医薬品等製造販売・ 製造・ 販売業

者等に対し 、 指導監視を 行う と と も に、 後発医薬品を 含めた 医薬品について の正し い知識

の普及啓発、 医薬品等の広告監視の実施、 更に緊急医薬品等の迅速かつ安定的な 供給に努

める 。  

 

（ １ ） 医薬品等製造販売業者・ 製造業者・ 販売業者等に対する 指導監視等 

 医薬品等の品質、 有効性及び安全性の確保を 図る た め、 医薬品等製造販売・ 製造業者、

薬局・ 医薬品販売業者等に対し て 、 医薬品医療機器法等の遵守徹底を 指導する 。  

ま た 、 薬局における かかり つけ 機能の充実化を 図る と と も に、 令和３ 年８ 月から 開始

し た 、 認定薬局制度の周知に努め、 患者が自身に適し た 薬局を 適切に選択でき る よ う 、

イ ン タ ーネ ッ ト 等を 通じ て 県民にわかり やすく 情報提供し て いく 。  

 

 ◯医薬品等製造販売業等許可（ 登録） 施設数（ 令和６ 年３ 月 31 日現在）  

 
      区分 

 
 
 
 
年度 

 
 
 
総計 

 
 

医  薬  品 
 

医 薬 
部外品 

 

化粧品 医 療 機 器       

専  業 薬  局 

製造 
販売 

業 

製 
造 
業 

製造 
販売 

業 

製 
造 
業 

製造 
販売 

業 

製 
造 
業 

製造 
販売 

業 

製 
造 
業 

製造 
販売 

業 

製 
造 
業 

修 
理 
業 

令和３  431 11 44 21 21 12 36 34 53 21 47 131 

  ４  429 11 43 17 17 12 38 36 57 20 48 130 

  ５  440 9 43 18 18 12 40 37 59 22 49 133 
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 ◯薬局・ 医薬品販売業等許認可（ 届出） 施設数（ 令和６ 年３ 月 31 日現在）                

 区分 
 

 
 
 
年度 

 
薬局 

 

店舗 
販売業 

卸売 
販売業 

薬種商 
販売業 

特例 
販売業 

配置 
販売業 

配置 
従事者 

医療 
機器 
販売･ 
貸与業 

再生 
医療等
製品 

販売業 

認定薬局 

地域 
連携 
薬局 

専門 
医療 
機関 
連携 
薬局 

令和３  311 145 57 2 8 87 167 2, 502 9 44 1 

  ４  310 145 56 1 8 86 160 2, 436 13 46 2 

  ５  305 146 55 0 6 77 153 2, 482 13 49 3 

 
 

 ◯薬事立入検査状況（ 令和６ 年３ 月 31 日現在）  
     区分 
 

年度 

 
許可・ 届出施設 

 

 
立 入 検 査 件 数         

 

 
違 反 発 見 施 設 数         

 

令和３  3, 506   931 6 

  ４  3, 439 1, 211 1 

  ５  3, 561 1, 208 1 

※許可・ 届出施設数は県外分を 除く  
 

 
（ ２ ） 後発医薬品の安心使用促進 

 岡山県後発医薬品の安心使用のた めの協議会を 開催し 、 関係者間の情報共有、 協議等

を 行う 。 ま た 、 協議会で作成し た 展示パネ ルや普及啓発資材を 積極的に活用し 、 県民に

対し て 広く 普及啓発に努める と と も に、 保険者協議会等の関係団体と も 連携し て 取組を

進める 。  

 

（ ３ ） 医薬品等の広告監視、 試買検査 

 新聞・ 雑誌・ イ ン タ ーネッ ト 等を 媒体と し た 広告について 指導監視を 行う 。  

 ま た 、 健康食品等の試買検査によ り 、 無承認無許可医薬品の一掃を 図る 。  

 

（ ４ ） 災害時におけ る 医薬品等の確保・ 供給体制の整備 

 県薬剤師会と 連携し て 令和３ 年度ま でに育成し た 災害薬事コ ーディ ネ ータ ーの資質の

維持向上に努める と と も に、 医薬品卸業協会等関係団体と の連携を 強化し 、 災害時にお

け る 医薬品等の迅速かつ円滑な 供給に努める 。  

 

７  毒物劇物危害防止対策 

 毒物劇物によ る 危害の発生を 防止する た め、 事故防止及び事故処理対策を 重点と し て 、

関係機関・ 団体と 連携を 図り 毒物劇物営業者等に対する 指導監視を 実施する 。  

 

（ １ ） 毒物劇物製造（ 輸入） 業者・ 販売業者・ 業務上取扱者等に対する 指導監視等 

 毒物劇物の保管管理の徹底、 保管場所への表示の徹底、 譲渡手続の励行、 取扱う 毒物

劇物の性状及び取扱いに関する 情報提供の徹底等について 指導監視を 行う 。  

 特に、 毒物劇物の取扱量の多い水島コ ン ビ ナート 地区内の事業所に対し て は、 災害・

盗難防止対策を 含めた 事故防止・ 事故処理対策の徹底について 指導する 。  
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◯毒物劇物登録施設数  （ 令和６ 年３ 月 31 日現在）      

区分 

 

年度 

製 造 業 

輸 入 業 

販 売 業               

計 
一   般 農業用品目 特定品目     

令和３  75 326 152 19 572 

４  74 314 146 19 553 

５  72 295 136 17 520 

                                                       

 

 ◯毒物劇物立入検査状況 （ 令和６ 年３ 月 31 日現在）   

区分 

 

年度 

登録・ 許可・ 届出 

施設 
立 入 検 査 件 数         違反発見施設数        

令和３  594 189 9 

４  575 274 4 

５  531 243 3 

  ※立入検査件数及び違反発見施設数について は、 届出を 要し な い業務上取扱者を 含む。  

                                 

（ ２ ） 毒物劇物保管実態調査結果の活用 

 毒物劇物を 大量に取り 扱う 者に対し 、 令和５ 年度に実施し た「 毒物劇物保管実態調査」

の結果を 踏ま え、 漏洩時等の対応体制の整備等について指導する 。  

 

（ ３ ） 講習会の開催等 

 関係団体と 協働し て 講習会等を 開催し 、 毒物劇物営業者等の資質の向上を 図る 。  

 

（ ４ ） 毒物劇物取扱い等知識の普及啓発 

 毒物劇物を 取り 扱う 者に対し 、 各種広報媒体、 会議等を 活用し て 毒物劇物の安全使用、

適正な保管・ 管理等について広く 周知徹底を 図る 。  
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８  麻薬・ 向精神薬・ 覚醒剤対策 

 我が国の薬物の乱用は、 令和５ 年の大麻事犯検挙者数が覚醒剤事犯を 初めて 上回り 、 中

でも 同検挙者数の約７ 割が 30 歳未満であ り 、 若年層におけ る 乱用拡大が深刻な 状況と な

っ て いる 。 ま た 、 10 代・ 20 代の若者の間で、 市販薬の乱用が急増し て おり 、 社会問題と

な っ て いる 。  

 こ のた め、 関係機関と の密接な 連携のも と に、 覚醒剤、 大麻等依存性薬物の特性や乱用

の弊害、 市販薬の適正使用等について 周知徹底を 図り 、 地域・ 県民ぐ る みで薬物乱用を 許

さ な い社会環境づく り を 推進する と と も に、 麻薬・ 向精神薬・ 覚醒剤等の取扱者に対し 立

入検査を 実施する 。  

 ま た 、 危険ド ラ ッ グ について は、 「 岡山県危険な 薬物から 県民の命と く ら し を 守る 条例」

に基づく 知事指定薬物の指定や、 県警察を はじ め、 関係機関と 連携し 取締を 行う 。  
                                                                
○岡山県におけ る 薬物乱用の現状（ 令和６ 年３ 月 31 日現在）          （ 単位： 人、 ｇ )  

区分 

       

年度 

全 薬 物 

検 挙 人 員 

覚 醒 剤 

検 挙 人 員 

覚 醒 剤 

押 収 量 

大 麻 事 犯 

検 挙 人 員 

乾 燥 大 麻 

押 収 量 

麻 薬 

検 挙 人 員 

指 定 薬 物 

検 挙 人 員 

      令和３        181        90     780.3        83   4,668.8         8        0 

        ４        186        81      64.4        99   3,213.8         6        0 

        ５  183 70 5, 054. 7 106 7,875.4 7        0 

 

○麻薬取扱者数（ 令和６ 年３ 月 31 日現在）                            

区分 

 

年度 

総 数 
麻 薬 

卸 売 業 者 

麻 薬 

小 売 業 者 

麻  薬 

施 用 者 

麻  薬 

管 理 者 

麻  薬 

研 究 者 

   令和３  6, 441 13 739 5, 293 346 50 

  ４  6, 447 13 742 5, 304 344 44 

  ５  6, 520 12 742 5, 371 351 44 

 

○向精神薬取扱者数（ 令和６ 年３ 月 31 日現在）                                        

区分 

     

年度 
総数 

製 造 製 

剤 業 者 

免許みなし

卸売販売業者 

免許みなし

薬 局

病 院

診 療 所

飼育動物 

診療施設 

試 験 研 究 施 設        

国の登録 県の登録 

令和３  4, 154 3 220 852 2, 804 239 10 26 

４  4, 080 3 207 850 2, 736 247 11 26 

５  4, 043 3 208 842 2, 709 247 11 23 
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○覚醒剤・ 覚醒剤原料取扱者及び業務所数（ 令和６ 年３ 月 31 日現在）                    

区分 

 

 

年度 

覚 醒 剤        覚 醒 剤 原 料                     

国の施 

用機関 
研究者 計 

製 造 

業 者 
取扱者 研究者 薬 局 

病 院 

診療所 

飼育動 

物診療 

施 設 

計 

令和３  2 9 11 1 17 7 852 2,804 239 3,920 

    ４  2 8 10 1 16 6 850 1, 756 249 2, 878 

    ５  2 8 10 1 16 6 842 1, 738 251 2, 864 

 

 

（ １ ） 岡山県覚醒剤等薬物乱用対策推進本部 

覚醒剤等薬物乱用防止対策について 、 関係諸機関相互の緊密な 連携を 図る と と も に総

合的かつ効果的な 対策を 強力に推進する 。             

 

（ ２ ） 岡山県覚醒剤等薬物乱用防止指導員協議会 

県下各地域において 約 400 名の覚醒剤等薬物乱用防止指導員を 中心と し て 、 国連支援

事業であ る 「 ダ メ 。 ゼッ タ イ 。 」 普及運動及び「 麻薬・ 覚醒剤・ 大麻乱用防止運動強化

月間」 等の啓発活動を 実施する 。  

 

（ ３ ） 指導監視の実施 

麻薬・ 向精神薬・ 覚醒剤等の取扱者に対し 立入検査を 実施し 、 そ の取扱い及び保管・

管理等の徹底指導に努める 。        
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第５ 　 令和６ 年度保健医療部当初予算額一覧表

（単位：千円）

特　　定 一　　般 特　　定 一　　般

6,877,306 2,017,423 4,859,883 7,703,646 2,199,042 5,504,604 89.3 88.3

人 件 費 2,919,682 27,974 2,891,708 3,530,675 37,892 3,492,783 82.7 82.8

公 債 費 0 0 0 0 0 0     －     －

社会保障関係費 3,762,503 1,856,956 1,905,547 3,703,585 1,827,303 1,876,282 101.6 101.6

そ の 他 195,121 132,493 62,628 469,386 333,847 135,539 41.6 46.2

9,799,189 5,867,614 3,931,575 54,440,952 48,767,040 5,673,912 18.0 69.3

運 営 費 989,352 136,764 852,588 1,218,672 137,121 1,081,551 81.2 78.8

事 業 費 8,809,837 5,730,850 3,078,987 53,222,280 48,629,919 4,592,361 16.6 67.0

0 0 0 0 0 0     －     －

公 共 事 業 等 費 0 0 0 0 0 0     －     －

国 直 轄 事 業
負 担 金

0 0 0 0 0 0     －     －

災 害 復 旧
事 業 費

0 0 0 0 0 0     －     －

16,676,495 7,885,037 8,791,458 62,144,598 50,966,082 11,178,516 26.8 78.6

0 0 0 0 0 0     －     －

16,676,495 7,885,037 8,791,458 62,144,598 50,966,082 11,178,516 26.8 78.6

一 般 行 政 経 費

特 別 会 計 の 計

合 計

比較（％）

予
算
額

一般
財源

内
 

訳

一 般 会 計 の 計

投 資 的 経 費

内
 

訳

内
 

訳

義 務 的 経 費

区　　　　　分

令　和　６　年　度 令　和　５　年　度

当　 初
予算額

当　 初
予算額

財　源　内　訳 財　源　内　訳
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